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研究要旨 

超高齢社会の進展による社会構造の変化に対応すべく、地域包括ケアシステムの構築

が進められている。併せて、歯科保健医療を取り巻く状況の変化やデジタル技術の著し

い進歩普及により歯科技工も急速に変化している。一方、歯科技工士は長時間労働かつ

低賃金というイメージが定着しつつあること、歯科技工士法による歯科技工士が実施可

能な業務の制約、歯科技工士養成施設及びその入学者の数の減少、歯科技工士の高い離

職率の常態化や低い認知度、就業歯科技工士数の減少等から、将来の歯科技工士の不足

が懸念され、歯科保健医療の根幹を揺るがす状況となっている。 

本研究では、これまでの研究成果等を踏まえ、１）歯科技工士業務を検討する場合に

必要な教育の現状、２）必要な教育内容、３）歯科技工に関連する CAD/CAM 等のデジタ

ルデータ処理業務を適正に実施するための整備方策等について、より具体的な検討を進

めるために、歯科技工士を対象としてアンケート調査やヒアリング調査を実施し、これ

らに関する現状と課題の整理を行った。 

歯科技工士業務に関する検討の結果、歯科技工士業務を検討する場合に必要な教育に

対しては 11 項目の「候補となる行為」が抽出され、教育の現状として、「候補となる行

為」を卒前教育に取り入れる場合には時間的余裕が無く、現行の教育内容の一部を削減

する必要があること、一部の項目では講義や実習室での実習でチェアサイドでの行為と

しても教育として十分と考えられていること、機器・材料の整備、学外実習の場を設け

るなどの解決策が求められることが明らかとなった。歯科技工業務の拡大を目指すので

あれば、「候補となる行為」について、到達目標を明確に設定し、そのために必要な教

育内容、教育資源、教育の場を具体的に整備することが可能かどうかについての検討し

た後、必要に応じて法令等の整備についての検討が行われるべきであると考えられる。 

歯科技工に関連する CAD/CAM 等のデジタルデータ処理業務を適正に実施するための

整備方策等に関しては、患者情報管理およびデジタル情報管理について調査を行った結

果、患者情報のデジタル化の遅れ、不十分な管理体制など、改善すべき点が認められた。

歯科補てつ物等の作成管理、品質管理の観点から、歯科技工指示書に基づいて歯科技工

録を作成すべきであり、既存の記載項目に加えるべき項目について実態を踏まえた更な

る検討が必要と考えられた。リモートワークを実施する場合、作業日時や内容の管理と

してセキュリティ対策を講じる必要性が示された。デジタル情報管理体制の整備に向

け、研修マニュアルの作成や研修会開催の推進、業務規程の改正や守秘義務契約の締結

など、対応法を策定する必要性が示された。デジタル情報管理において、歯科技工指示

書と歯科技工録の適切な管理が特に重要であると考えられる。 
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Ａ．研究目的  
超高齢社会の進展による社会構造の変化に

対応すべく、地域包括ケアシステムの構築

が進められている。併せて、歯科保健医療

を取り巻く状況の変化やデジタル技術の著

しい進歩普及により歯科技工も急速に変化

している。一方で、歯科技工士は長時間労

働でかつ低賃金というイメージが定着しつ

つあること、歯科技工士法により診療室の

チェアサイドや居宅等において歯科技工士

が実施可能な業務に制約があること、さら

に、歯科技工士養成施設及びその入学者の

数の減少、歯科技工士の高い離職率の常態

化や認知度の低下、そして就業歯科技工士

数の減少等が生じていることなどから１）、

今後歯科技工士が不足することが予想され

ており、歯科保健医療の根幹を揺るがす状

況となっている。そこで、厚生労働省にお

いて、平成 30 年から令和元年に渡って、

『歯科技工士の養成・確保に関する検討

会』が行われてきた。  

本検討会の報告書１）において、歯科技工

業の内容や歯科技工士の教育内容について

検討することの必要性が示された。そのた

め、令和２年度において、研究代表者らが

参画した研究班において、厚生労働科学特

別研究『歯科技工士の業務内容の見直しに

向けた調査研究』（以下、特別研究）を実

施し、業務範囲の検討及びデジタルデータ

の取り扱いに関する意識調査を実施すると

ともに、現在製作されている各種歯科技工

物について歯科医学的知見を踏まえた整理

を行っている。  
 本研究では、特別研究の研究成果や文献

的検索等の結果を踏まえ、1) 歯科技工士

が診療室のチェアサイドおよび訪問歯科診

療先で実施することが望まれる業務内容

（現行の歯科技工士法で実施できない又は

実施可能であるが広くは実施されていない

行為）とその課題、2) 1)の業務を行う上で

必要な教育内容、3) 歯科技工に関連する

CAD/CAM 等のデジタルデータ処理業務を

適正に実施するための整備方策等につい

て、より具体的な検討を進めるために、歯

科医師や歯科技工士等を対象としてアンケ

ート調査やヒアリングを実施し、一定の見

解を得る。  
 このような歯科技工業務内容の見直しと

そのために必要な教育内容、歯科技工にお

けるデジタルデータ処理業務に関する研究

の前例はないことから、これらに関する現

状と課題の整理を行う。最終的には、歯科

医師と歯科技工士の協同による質の高い歯

科医療の提供に向けて必要な歯科技工業務

について提言をまとめることを目的とす

る。  
 
＜文献＞  

研究分担者（※：ＷＧチーフ）  
●業務・教育内容検討ＷＧ  
赤川安正 昭和大学・客員教授  ※  

大島克郎 日本歯科大学東京短期大学・教授  

高橋英和 東京医科歯科大学・非常勤講師  

北村知昭 九州歯科大学・教授  

田地 豪 広島大学・准教授  

安部友佳 昭和大学・講師  

(研究代表者  馬場一美 昭和大学・教授) 

●医療情報整備検討ＷＧ  
志賀 博 日本歯科大学・教授  ※  
横山敦郎 北海道大学・教授  
野崎一徳 大阪大学・准教授  
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１）歯科技工士の養成・確保に関する検討

会報告書、厚生労働省、令和 2 年 3 月 31
日  
https://www.mhlw.go.jp/content/10804000/00
0616585.pdf 
 
 
Ｂ．研究方法  
 研究班全体の会議体として「歯科技工業

務に関する調査研究委員会」（以下、「委員

会」とする。）、委員会の下に、各ワーキン

ググループ（WG１、WG２）を設置し、

チーフを置いた。  
 
歯科技工業務に関する調査研究委員会  

構成メンバー：全研究者  
 令和 4 年度は、特別研究の結果と令和 3
年度の各 WG での研究結果を踏まえ追加の

情報収集を行った。その後、総合的な検討

を行い、歯科技工業務の制度改善に向けた

具体的な対応策として、「研究計画概要」

に示す３項目について総括を行った。  
 
各ワーキンググループ  
 各 WG において、令和 3 年度実施のアン

ケート調査やヒアリング結果を踏まえた上

で、追加調査を実施し、具体的な課題を抽

出した。  
 
１．業務・教育内容検討 WG 
 歯科技工士が診療室のチェアサイド等で

実施することが望まれる業務内容およびそ

の妥当性と課題、歯科技工業務に関する現

在の教育内容の実態および歯科技工業務の

範囲拡大等に伴い必要とされる教育内容と

その課題について、歯科医師及び歯科技工

士だけではなく、患者にとっての有益性や

医療安全上の課題等も含め、検討した。  

(1) 『候補となる行為』の選定  
 前年度（令和３年度）には、歯科技工業

務に関する現在の教育内容の実態や歯科技

工業務の範囲拡大等に伴い必要とされる教

育内容について、まず「候補となる行為」

を選定し、歯科技工士養成施設 49 施設を

対象にアンケート調査を実施し（回答率

71%）、「候補となる行為」を歯科技工士が

行うと仮定した場合の教育内容の現状を把

握し、さらにその課題をまとめた。  
 この令和３年度の調査結果を踏まえ、歯

科技工士の業務範囲の拡大として、前年度

の研究で仮に選定した 17 の行為から医療

安全上の問題を有する行為を除いた 11 の

行為を「候補となる行為」とした。  
(2) 11 の『候補となる行為』に対する調査  
 これら 11 の「候補となる行為」を、歯

科技工士が行うと仮定した場合の現状の教

育内容の評価、それに必要な教育資源、問

題点の抽出を行い、課題と解決策をまとめ

るため、ヒアリング調査を実施した。  
1) 調査対象  
 全国の歯科技工士養成施設の中から、地

域、修業年限、設置形態、大学歯学部・歯

科大学附属病院の有無等を考慮して抽出し

た 11 校〔（北海道・東北 1 校、関東・甲信

越 3 校、東海・北陸 2 校、近畿 2 校、中

国・四国 2 校、九州・沖縄 1 校）（2 年制 8
校、3 年制 1 校、3 年制（夜間）1 校、2 年
制 3 年制（夜間）併設 1 校）（私立 6 校、

県立 2 校、歯科医師会立 3 校）〕とした。  
2) 調査項目  
 11 項目の行為ごとに、複数の教科書や

用語集に基づき WG 会議で協議を行い、

〔定義〕および〔必要な教育内容〕を設定

した。この行為に関する教育の現状（時

間、教育の場、人、器具・材料、予算）、

必要な教育内容を教育するための解決策
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（時間、教育の場、人、器具・材料、予

算、コメント）についてのヒアリングシー

トを作成した。  
3) 調査方法  
 まず、ヒアリングシートに基づく書面で

の回答を依頼、回答を返送いただいた。そ

の回答を踏まえ、仔細を明らかにするた

め、WG 委員によるヒアリング調査（対面

もしくはオンライン）を行った。  
4) 集計  
 ヒアリング調査結果は、調査項目別に集

計を行った。  
(3) 11 の『候補となる行為』に関する協議  
 ヒアリング調査結果から、歯科技工士が

診療室のチェアサイド、歯科訪問診療等で

実施することが望まれる業務内容や、それ

に伴い拡大が必要と考えられる教育内容と

教育資源、その対応策について協議を行

い、提言をまとめた。  
 
２．医療情報整備検討 WG 
 歯科技工所におけるデジタルデータ処理

業務の具体的な状況を明らかにするため、

ヒアリング調査を実施した。  
1) 調査対象  
 全国の歯科技工所（日本歯科技工所協会

会員又は日本歯科技工士会会員）から地域

区分や就業者数と規模等を考慮し  19 件を

抽出した。（北海道 2 件、岩手県 1 件、宮

城県 3 件、静岡県 1 件、岐阜県 1 件、三重

県 1 件、愛知県 1 件、和歌山県 1 件、石川

県 1 件、福井県 1 件、岡山県 1 件、広島県

1 件、福岡県 2 件、佐賀県 2 件）（従業員

数規模は、3 名以内が 6 件、4 名〜9 名が 7
件、10 名〜50 名未満が 6 件）  
2) 調査方法  
 ヒアリング調査票を新たに作成し、対面

によるヒアリングを実施した。  

3) 調査項目  
 調査項目は、研究分担者が分担作成後、

意見の交換を行いながら修正作成した。  
・歯科技工指示書と歯科技工録の保管方

法、デジタル化の現状  
・CAD/CAM 装置に係るデジタルデータの

受け渡し方法  
・CAD/CAM 等の機器の共同利用  
・歯科技工のリモートワーク（S 歯科技工

所の A 歯科技工士が自宅で CAD データを

作成）  
・オンラインでの医療情報の授受  
・有床義歯製作に対する CAD/CAM 技術の

応用  
4) 分析方法  
 19 件の歯科技工所から得られた回答

を、調査項目別に単純集計した。  
5) 調査実施期間  
 令和 4 年 10 月から令和 5 年 2 月までの

間とし、調査対象の歯科技工所に出向い

て、対面でヒアリング調査を行った。  
 
（倫理面への配慮）  
 本調査は、明海大学倫理委員会の承認

（承認番号 A2030 号）を経て実施した。  
 
 
Ｃ．研究結果  
 本研究では、特別研究の研究成果や文献

的検索等の結果を踏まえ、(1)歯科技工士

業務を検討する場合に必要な教育の現状、

(2) 必要な教育内容、(3) 歯科技工に関連

する CAD/CAM 等のデジタルデータ処理

業務を適正に実施するための整備方策等に

ついて、より具体的な検討を進めるため

に、歯科技工士を対象としてアンケート調

査やヒアリング調査を実施し、これらに関

する現状と課題の整理を行った。  
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１．業務・教育内容検討 WG 
(1) 『候補となる行為』の選定  
 令和３年度の研究で仮に選定した 17 の

行為について WG にて検討を行い、医療安

全上の問題を有する行為を除いた次の 11
の行為を「候補となる行為」とした。WG
会議において提示されたその行為の定義と

併せて示す。  
①  患者と接する行為（総論）  

定義：病院・診療所・訪問診療先等に

おいて、患者と直接コミュニケーショ

ンをとること。但し、医療面接は除

く。  
②  色調選択＊（歯冠修復治療）  

定義：個々の患者の歯や軟組織などに

合わせて補てつ装置の色調を選択また

は決めること。通常はそれぞれ専用の

シェードガイドを用いる。  
③  歯冠修復物＊の研磨（歯冠修復治療）  

定義：歯冠部硬組織の欠損ならびに審

美的障害に応用される修復物（歯冠修

復物）の表面の付着物や凹凸を除去

し、滑沢にして艶を出すこと。  
④  人工歯選択（全部床義歯治療）  

定義：人工歯を排列するにあたり、患

者の顔貌や口腔に調和するよう、その

形態・大きさ・色調を選択または決め

ること。  
⑤  チェアサイド・訪問診療先での義歯の

修理（全部床義歯治療）  
定義：チェアサイド・訪問診療先で、

全部床義歯の義歯床の破損、人工歯の

破折・破損・脱離などに対して、常温

重合レジンなどを用いて修理するこ

と。  
⑥  人工歯選択（部分床義歯治療）  

定義：人工歯を排列するにあたり、患

者の顔貌や口腔に調和するよう、その

形態・大きさ・色調を選択または決め

ること。  
⑦  チェアサイド・訪問診療先での義歯の

修理（部分床義歯治療）  
定義：チェアサイド・訪問診療先で、

部分床義歯の義歯床の破損、人工歯の

破折・破損・脱離などに対して、常温

重合レジンなどを用いて修理するこ

と。  
⑧  口腔内スキャナを用いる光学印象＊

（低侵襲治療）  
定義：口腔内スキャナを用いて、直接

対象物に触れずに光学的に物体の三次

元的な形状を計測し、デジタル化する

印象法のこと。  
⑨  口腔内写真の撮影（低侵襲治療）  

定義：カメラを用いて、口腔内の諸組

織を撮影すること。  
⑩  咀嚼能力＊検査（グミゼリー）（低侵襲

治療）  
定義：食物を切断・破砕・粉砕して食

塊を形成して、これを嚥下するまでの

一連の能力（咀嚼能力）を検査するこ

と。  
⑪  義歯を口腔内から取り外す（低侵襲治

療）  
定義：口腔内に装着されている可撤性

床義歯を取り外して、口腔外に出すこ

と。  

＊：定義にあたり「歯科補綴
ほ て つ

学専門用語集  

第 5 版  2019」を参照  
 これら 11 項目は、侵襲性が無く、実施

にあたり安全性に問題が無いと WG 会議に

おいて判断された。  
 なお、現在の法令に鑑み、以下に挙げる

5 項目  
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• ②色調選択  
• ⑤チェアサイド・訪問診療先での義歯

の修理（全部床義歯治療）  
• ⑦チェアサイド・訪問診療先での義歯

の修理（部分床義歯治療）  
• ⑧口腔内スキャナを用いる光学印象  
• ⑨口腔内写真の撮影  
においては、口腔内と手指との軽微な接触

（口角や口唇の牽引、舌の圧排等）の可能

性があるとの意見が出された。  
 
 これらの『候補となる行為』の教育の形

態としては、  
 タイミング：卒前または卒後  
 提供形態： 対面（講義・実習）  
       またはオンライン（講義）  
が考えられた。卒後教育で行われる場合に

は、その教育を受けたかどうかをどのよう

に差別化するのか等の問題が挙げられた。

まずは卒前教育での実施を検討するにあた

り、これら 11 項目の『候補となる行為』

に関する現状と問題点、その解決策、解決

策を講じたとしても生じる課題を明らかに

するため、11 件の歯科技工士養成施設へ

のヒアリング調査を実施した。  
 
(2) 11 の『候補となる行為』に対する調査  
 ヒアリング調査対象の歯科技工士養成施

設 11 校の全てから回答が得られた（回答

率 100%）。  
 調査結果を以下に示す。  
 
①  患者と接する行為（総論）  
教育の現状：  
必要な教育内容を講義形式で教育していた

が、「介護（訪問診療のため）」については

教育していない施設が多かった。  
解決策：  

「介護（訪問診療のため）」についての解

決策としては、①現場から講師を派遣して

もらう、②病院や介護施設などの学外実習

の場を設ける、などが挙げられた。  
課題：  
臨床見学実習を実施した方がよいと感じて

いるものの、実施していない養成施設が多

くみられた。その理由としては、①修業年

限が 2 年間で短い、②学外実習施設（病

院、診療所、介護施設など）の確保が困難

である、などが挙げられた。  
②  色調選択（歯冠修復治療）  
教育の現状：  
必要な教育内容を講義形式で教育している

ものの、患者を想定した学生同士の相互実

習は行われていない。「色調の伝達」や

「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いては教育していない施設が多かった。  
解決策：  
「色調の伝達」や「歯科訪問診療における

上記の行為」についての解決策としては、

①口腔内撮影用カメラを用いた実習、②学

生同士での相互実習などが挙げられた。ま

た、歯科診療ユニットのある実習室が望ま

しいとの意見があった。ただし、訪問診療

については学生の同行手段が難しく現状で

は実施できないとの意見があった。  
課題：  
学生同士の相互実習に加えて、実際の患者

で色調選択することにより、さらに知識等

が深まると考えられる。臨床見学実習を実

施していない養成施設にとっては、学外実

習施設の確保が課題である。  
③  歯冠修復物の研磨（歯冠修復治療）  
教育の現状：  
必要な教育内容を講義および実習において

教育していた。「歯科訪問診療における上

記の行為」については教育していない施設
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が多かった。  
解決策：  
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、地域の歯科医師会

等と連携して学外実習（歯科診療所、介護

施設等の見学実習）の場を設けることが挙

げられた。  
課題：  
模型上での研磨を行っているが、臨床例で

の研磨は法律上の問題もあるので実施でき

ていないのが現状である。チェアサイド等

を想定した歯冠修復物の研磨は、現状の基

礎的な模型実習において十分実施できてお

り、課題としての認識はなかった。  
④  人工歯選択（全部床義歯治療）  
教育の現状：  
必要な教育内容を講義・実習で教育してい

た。人工歯を選択するということを講義で

は触れているものの、実習で配布する人工

歯は選択済みであったりするようである。

また、「歯科訪問診療における上記の行

為」については教育していない施設が多く

見受けられた。  
解決策：  
実際に患者に応じて人工歯を選択すること

を深く教育するのであれば、バリエーショ

ンのあるモールドガイドやシェードガイド

を用意する必要がある。  
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、学外実習（歯科診

療所、介護施設等の見学実習）の場を設け

ることが挙げられた。  
課題：  
実習では、あらかじめ用意された人工歯を

使用して、模型上で人工歯排列を行ってい

る。実際の臨床においても、歯科技工指示

書に基づき人工歯等が設定されているた

め、現状の実習方法で問題ない（あるいは

十分である）と考えている養成施設が多か

った。チェアサイド等を想定した人工歯選

択に関する教育を行う場合、患者の要望等

も踏まえた人工歯選択の教育方法が課題と

して挙げられた。  
⑤  チェアサイド・訪問診療先での義歯の

修理（全部床義歯治療）  
教育の現状：  
必要な教育内容を講義形式での教育、義歯

を破折させ修理する実習などを行ってい

た。「歯科訪問診療における上記の行為」

については教育していない施設が多かっ

た。  
解決策：  
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、歯科医師会等と連

携して学外実習（歯科診療所、介護施設等

の見学実習）の場を設けることが挙げられ

た。歯科医院等の協力が不可欠である。  
課題：  
義歯を実際に壊して義歯床の修理を行った

りしているものの、実際の臨床では様々な

破折のシチュエーションが考えられるた

め、対応しきれていないのが現状のようで

ある。どこまでを到達目標にするのかとい

う課題が挙げられた。また、現時点での教

育要綱に含まれていない授業科目を加える

ことは時間的に厳しいという意見もあり、

課題として挙げられた。  
⑥  人工歯選択（部分床義歯治療）  
教育の現状：  
必要な教育内容を講義・実習で教育してい

た。説明はしているものの、患者として見

立てた実習は行っていないのが現状のよう

である。また、「歯科訪問診療における上

記の行為」については教育していない施設

が多かった。  
解決策：  
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現在の実習では、教員が人工歯を選択して

学生に配布している施設が多いようであ

る。学生自身が人工歯を選択する実習を追

加するといった工夫が必要である。また、

「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、学外実習（歯科診

療所、介護施設等の見学実習）の場を設け

ることが挙げられた。  
課題：  
チェアサイド等を想定した人工歯選択に関

する教育を行うとなると、患者の要望等も

踏まえた人工歯選択の教育方法も検討する

必要がある。また、どこまでを到達目標に

するのか明確にする必要がある。部分床義

歯の人工歯選択や排列等は、症例が多様で

あるため、目標によって教育内容も変わっ

てくる。さらに、臨床を想定したバリエー

ションのある人工歯を用意しておくのは予

算的に難しいという意見もあった。このよ

うに人工歯選択の教育方法、到達目標、教

育内容が課題として挙げられた。  
⑦  チェアサイド・訪問診療先での義歯の

修理（部分床義歯治療）  
教育の現状：  
必要な教育内容を講義・実習で教育してい

たが、全部床義歯の修理の実習は行ってい

るものの、部分床義歯の修理は行っていな

い施設が多くみられた。また、「歯科訪問

診療における上記の行為」については教育

していない施設が多かった。  
解決策：  
「歯科訪問診療における上記の行為」に

ついての解決策としては、歯科医師会等

と連携して学外実習（歯科診療所、介護

施設等の見学実習）の場を設けることが

挙げられた。歯科医院等の協力が不可欠

である。  
課題：  

部分床義歯の修理は多様なケースがあるた

め、対応が困難であり、時間面での限界が

ある。さらに、チェアサイドや訪問診療先

での部分床義歯の修理を教育するとなる

と、臨床見学等、実際の臨床現場での実習

の必要性等が課題として挙げられた。ま

た、現時点での教育要綱に含まれていない

授業科目を加えることは時間的に厳しいと

いう課題も挙げられた。  
⑧  口腔内スキャナを用いる光学印象（低

侵襲治療）  
教育の現状：  
必要な教育内容を講義形式で教育してい

た。また、模型を口腔と想定した光学印

象の実習を行っている施設があったが、

機器を保有していないため実習を行って

いない施設もあった。  
解決策：  
相互実習を行ったり、歯科医師会等と連携

したりして学外実習の場を設けることが挙

げられた。  
課題：  
デジタル機器の購入やライセンス更新等、

設備投資については、財政的に厳しいのが

現状のようである。また、口腔内スキャナ

を用いる実習を増やすとなると、従前から

の実習を減らすことになりかねないという

不安要素がある。また、現在、法令や歯科

技工士養成所指導ガイドラインにおいて、

各養成施設でデジタル機器を整備する旨の

文言が入っていないため、当該機器を購入

するための根拠がなく、購入が困難な状況

の施設もあった。今後は、法令等において

デジタル機器の整備についても対応が必要

であるという意見があった。このように、

実習の時間的制約や財政的なことが課題と

して挙げられた。  
⑨  口腔内写真の撮影（低侵襲治療）  
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教育の現状：  
必要な教育内容を講義形式で教育してい

た。また、教員が学生の口腔内を撮影した

り、学生同士で相互実習を実施している施

設があったが、教育していない施設もあっ

た。また、「歯科訪問診療における上記の

行為」については教育していない施設が多

かった。  
解決策：  
撮影に必要な機器を整備したり、相互実習

を行ったり、歯科医師会等と連携して学外

実習の場を設けることが挙げられた。  
課題：  
口腔内撮影用カメラを使用して学生同士で

相互実習等を行う方法があるが、加えて、

実際の臨床現場での撮影を見て学ぶことも

重要との認識はあった。ただし、臨床の場

に出る機会がなく、撮影のための教育を行

う時間が限られている施設もあった。訪問

診療に同行できなくても、リモート下で撮

影している様子を共有する方法も検討され

ていた。さらに、個人情報セキュリティや

情報リテラシーなどの教育の充実を図る必

要性や、教育要綱や法律の整備の必要性を

課題とする意見があった。このように、実

習の方法や法律の整備が課題として挙げら

れた。  
⑩  咀嚼能力検査（グミゼリー）（低侵襲

治療）  
教育の現状：  
必要な教育内容を「全部床義歯技工学各

論」、「顎口腔機能学」等の授業において講

義形式で教育していたものの、ほとんどの

養成施設で実習（検査）は行われていなか

った。  
解決策：  
検査に必要な機器や材料を購入すれば、実

習を行うことは可能である。  

課題：  
検査そのものは難しいことではないが、結

果の診断やその後の治療など、どこまで歯

科技工士が関わるのか範囲が明確にならな

いと教育に取り入れるのが難しいという意

見があった。このように、教育要綱や法律

の整備、到達目標の設定が課題として挙げ

られた。  
⑪  義歯を口腔内から取り外す（低侵襲治

療）  
教育の現状：  
必要な教育内容を「全部床義歯技工学概

論」、「部分床義歯技工学概論」等の授業に

おいて講義形式で教育していた。「義歯の

設計」や「着脱方向」については説明して

いるものの、義歯の取り外しに特化した教

育は行っていないのが現状であった。ま

た、模型上での想定で実習は行っているも

のの、「歯科訪問診療における上記の行

為」については教育していない施設が多か

った。  
解決策：  
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、歯科医師会等と連

携して学外実習（歯科診療所、介護施設等

の見学実習）の場を設けることが挙げられ

た。  
課題：  
訪問診療における教育では、教育の場の確

保が課題として挙げられた。また、その場

に出るまでの十分な教育（患者に対応する

能力、感染対策等）をどのように行うかが

共通の課題として挙げられた。  
 
２．医療情報整備検討 WG 
 調査対象の歯科技工所 19 件すべてから

回答が得られた。  
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1) 歯科技工指示書と歯科技工録の保管方

法やデジタル化の現状  
 多くの歯科技工所でオリジナルの歯科技

工指示書が用いられていた。なお、歯科技

工録を作成していない歯科技工所が 13 件
あった。  
 令和 5 年 4 月から歯科技工録を指示書と

ともに作成の日から 3 年間保存することを

知っていたのは約半数だった。  
 歯科技工指示書および歯科技工録の保管

方法は、すべての歯科技工所（歯科技工録

は、作成している歯科技工所に限る）が紙

媒体であり、一部デジタル化（8 件）され

ているが、「紙媒体」をデジタル化する予

定なしが多かった。  
 電子歯科技工指示書と電子歯科技工録の

入力情報の管理は専用 PC で管理している

場合が多く、かつパスワードなしが多かっ

た。  
2) CAD/CAM 装置に係るデジタルデータ

の受け渡し  
 デジタルデータの受け渡し方法は、手渡

し、郵送、メール、クラウドなど様々であ

った。なお、郵送では受け取り確認がされ

ておらず、メールでもパスワードなしが多

くみられた。  
 デジタルデータの受け渡しは歯科医院と

の間に限られておらず、他の歯科技工所と

の間でも行われている場合が多かった。  
 受け渡しに使われたデジタルデータに、

患者を特定し得る情報が含まれている場合

が多かった。含まれる情報は、医院名、患

者名（カタカナ、漢字とふりがな、英数

字）、口腔内写真、顔写真などであった。  
3) CAD/CAM 等の機器の共同利用  
 機器の共同利用が可能となったことを知

っていたのは 11 件だった。  

 多くの歯科技工所が共同利用を希望して

いなかった。共同利用を希望しない理由と

して、機器の交換・修理等の管理、  情報

管理、時間管理などの難しさ、使用頻度に

よる費用分担の難しさ、指示書に基いて工

程の一部を CAD/CAM 等の機器を所有する

歯科技工所で行う方がよい、などがあっ

た。  
 指示書に基づき、工程の一部を

CAD/CAM 等の機器を所有する歯科技工所

が行う、という形が考えられるとする歯科

技工所が多かった（14 件）。考えられる場

合、スキャナーからが 2 件、CAD からが 6
件、CAM からが 7 件あった。  
4) 歯科技工（CAD データ）のリモートワ

ーク  
 歯科技工のリモートワークが可能となっ

たことを多くの歯科技工所が知っていた。  
 歯科技工のリモートワーク（以下、リモ

ートワーク）を考えている歯科技工所が約

半数あり、すでに実施している歯科技工所

もみられた。  
 リモートワークを実施した場合、遠隔操

作を考えている歯科技工所が多かった。  
 リモートワーク実施のために CAD/CAM
等の機器の購入もしくはサービス契約等

の、初期投資を行う場合が多かった。  
 労働時間や労働環境等の管理に一定の基

準や規則があることを、多くの歯科技工所

は知っていた。  
 テレワークを実施する上で、A が歯科技

工士以外の者に業務委託することの防止を

困難と考えている歯科技工所が多く、防止

できると考えている歯科技工所は少なかっ

た。  
 防止できる理由として、CAD 業務を、

設置したカメラで撮影する（3）、記名して

もらう（1）、Web で作業状況を確認する
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(1)、信頼関係がある(1)、との意見があっ

た。  
5) オンラインでの医療情報の授受  
 歯科技工指示書以外に患者情報が歯科医

院から渡されるのは、シェードチェックの

ための口腔内写真や顔写真（稀）などがあ

った。  
 患者情報の管理方法としてスタンドアロ

ンの PC の使用が 2 件、ウイルス対策ソフ

トの活用が 15 件、情報の暗号化やアクセス

パスワードの設定が 5 件あった。また、約

半数でバックアップをとっていた。  
 患者情報の授受について、紙や USB メモ

リによる手渡し、メールによる授受が多く

みられた。なお、メールの場合、すべての

歯科技工所でパスワードなしか不明で行っ

ていた。  
 患者情報の漏洩・紛失防止・紛失発生時

の対策について、マニュアルを作成してい

るのは 3 件、研修を行っているのは 3 件の

みだった。  
 患者情報の守秘義務への対応は、業務規

程がなく、守秘義務契約を行っていない歯

科技工所が多かった。  
6) 有床義歯製作に対する CAD/CAM 技術

の応用  
 有床義歯製作に対する CAD/CAM 技術の

応用は、行なう予定なしが多かった（10
件）が、行なっている、行なう予定あり、

が 8 件あった。  
行なう予定なしの理由として、削り出しに

かなりの時間を要すること、従来の方法に

比べて精度が劣ること、辺縁形態や可動粘

膜部分を正確に記録できないこと、コスト

（機械・材料）及び精度が心配であるこ

と、義歯を取り扱っていないこと、などが

あった。  
 

Ｄ．考察  
 本研究では、1) 歯科技工士が診療室の

チェアサイドおよび訪問歯科診療先で実施

することが望まれる業務内容（現行の歯科

技工士法で実施できない又は実施可能であ

るが広くは実施されていない行為）とその

課題、2) 1)の業務を行う上で必要な教育内

容、3) 歯科技工に関連する CAD/CAM 等

のデジタルデータ処理業務を適正に実施す

るための整備方策等について、より具体的

な検討を進めるために、これらに関する現

状と課題の整理を行った。  
 
１．業務・教育内容検討 WG 
●11 の「候補となる行為」について  
 上記の『1) 歯科技工士が診療室のチェ

アサイドおよび訪問歯科診療先で実施する

ことが望まれる業務内容（現行の歯科技工

士法で実施できない又は実施可能であるが

広くは実施されていない行為）とその課

題、2) 1)の業務を行う上で必要な教育内

容』に関して、WG では前年度に検討され

た 17 の行為から、医療安全上の問題があ

るとみなされる行為を除く 11 の行為を

「候補となる行為」として抽出した。行為

の選定には、歯科技工士法との関わりを考

慮しながら検討したが、解釈が難しい行為

もあった。歯科技工業務の拡大を目指すの

であれば、今後、法的な裏付けについての

検討が必要と考えられた。  
●教育の現状について  
 現行の歯科技工士学校養成所指定規則等

で定められた教育内容は、それぞれの対象

校において、各校が特色を活かしつつ、地

域の歯科医師会や歯科診療所・歯科大学と

適宜連携を図りながら十分教育がなされて

いた。実習室での実習を十分行っているこ

とから、チェアサイドでの行為としても十
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分という回答が多かったが、実際の臨床現

場では「候補となる行為」の内容によって

十分・不十分の判断は変わるものと思われ

る。また、歯科訪問診療先での行為として

は不十分という回答が多く、同じ行為でも

学外実習を行っていないことにも関連する

と思われた。  
●教育時間について  
 教育時間は「候補となる行為」によって

差があるものの、教育に必要な時間は不十

分との回答が多かった。特に 2 年制の対象

校では時間的余裕がなく、新規に教育内容

を加えるとなると現行の教育内容の一部を

削減する必要が出てくる状況であることが

わかった。現状では「候補となる行為」を

卒前の 2 年間で教育することは時間的に困

難ではないかと予測される。  
●教育の場について  
 講義室や実習室を使って授業されてい

た。「候補となる行為」によっては、実習

台での実習で十分な場合や、実習台をチェ

アサイドとみなして実習するのが困難な場

合など、さまざまである。また、歯科訪問

診療先での行為については、臨床見学の場

が必要と考える対象校が多かったが、いず

れの学校もその確保に苦慮していた。  
●器具、機器、予算について  
 少額の器具・機器・材料については準備

することが可能であるが、高額なものを揃

えるには予算的に困難との意見が多くあっ

た。例えば、口腔内スキャナや CAD/CAM
機器を使う実習では、学校で機器を揃える

には財政的に難しいため、企業に協力を得

ながら実習を進めているところが多く見ら

れた。  
●解決策とさらなる課題について  
 「候補となる行為」の内容によって課題

は変わるが、必要な教育内容を教育するた

めの解決策として、①必要な機器や材料を

購入・整備する、②学生同士で相互実習を

行う、③歯科診療ユニットのある実習室を

整備する、などの意見があった。また、歯

科訪問診療における行為についての解決策

としては、歯科医師会等と連携して学外実

習（歯科診療所、介護施設等の見学実習）

の場を設けることが挙げられていた。  
 また、これらの解決策を講じたとしても

残る課題としては、①修業年限が 2 年で短

い、②学外実習施設（病院、診療所、介護

施設など）の確保が困難である、③到達目

標が明確でない、④法令や教育要綱、ガイ

ドライン等が整備されていない、などが挙

げられていた。これらの課題のうち②につ

いては、学外実習の代替手段（動画教材で

補完する等）を検討する必要があるように

考えられる。  
 歯科技工業務の拡大を目指すのであれ

ば、本研究結果を基に、それぞれの「候補

となる行為」について、到達目標を明確に

設定し、そのために必要な教育内容、教育

資源、教育の場を具体的に整備することが

可能かどうかについての検討が必要である

と考えられた。その後、必要に応じて法令

等の整備についての検討が行われるべきで

あろう。これらは、次の研究の目的になる

ものと思われる。  
 
２．医療情報整備検討 WG 
●歯科技工指示書と歯科技工録について  
 多くの歯科技工所がオリジナルの歯科技

工指示書を用いていた。なお、歯科技工録

を作成していない歯科技工所が 13 件あっ

た。歯科技工録を作成している場合でも、

歯科技工指示書と歯科技工録が一緒になっ

ているものを使用している、1 枚目が歯科

技工指示書、2 枚目が歯科技工録となって
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いるものを使用している、通常は歯科技工

指示書を出力するが、必要に応じて歯科技

工録を出力できるソフトウェアを使用して

いる例がみられた。これらは、時間および

マンパワーの制約により、歯科技工指示書

に加えて歯科技工録まで作成することは容

易でなく、特に小規模の歯科技工所ほど対

応が難しいと考えられた。  
●歯科技工録における記載項目の検討  
 歯科技工の品質管理および品質保証のた

めに、歯科技工指示書に基づき、歯科技工

録の作成は必要である。しかしながら前述

したように歯科技工録を作成していない歯

科技工所が多くみられ、その原因として、

時間およびマンパワーの制約があることが

ヒ ア リ ン グ 調 査 で 明 ら か に な っ た 。

CAD/CAM を用いた歯科技工を行う場合の

歯科技工録の記載内容については、今後の

実施状況をみながら、引き続き、負担をで

きるだけ少なくしつつトレーサビリティの

観点から必要な項目を検討する必要がある

と考えられた。  
●歯科技工指示書に係る患者情報の管理に

ついて  
 電子歯科技工指示書を作成している歯科

技工所では、大半が専用 PC で患者情報の

デジタルデータを管理していたが、パスワ

ードなしもしくは共通のパスワードを用い

る、PC による管理自体を行っていない、

などの状況が明らかとなった。歯科技工指

示書自体はすべての歯科技工所で紙媒体と

して保管しており、「紙媒体」をデジタル

化する予定である歯科技工所は少なかっ

た。受け渡しに使われたデジタルデータに

患者を特定し得る情報が含まれていること

が大半であるにもかかわらず、デジタルデ

ータの受け渡しにおいて、郵送では受け取

り確認がなされておらず、メールではパス

ワードなしで行われている場合が多かっ

た。  
 これらのことから、患者情報のデジタル

化はかなり遅れているとともに、デジタル

化された患者情報の管理体制は十分とは言

えず、後述の『歯科技工情報化の課題と解

決策』に基づき改善することが必要である

と考えられた。  
●歯科技工物作成に関わるデジタル情報の

管理について  
（１）CAD/CAM 機器の共同利用  
 歯科技工所の半数以上が、共同利用が可

能になったことを知っているが、機器の交

換、修理等の管理、使用頻度に対する費用

分担、情報管理や時間管理などが困難であ

る、などの理由により共同利用を希望する

歯科技工所はほとんどなかった。  
 CAD/CAM 業務を行っている歯科技工所

に工程の一部を他の歯科技工所への指示に

基づき作業分担する、という形態が考えら

れるとする歯科技工所が多くみられた。し

かし、歯科技工士法上、歯科技工所間の委

託はできないため、歯科医療機関の指示に

基づく作業分担により工程の一部を行う歯

科技工所名等を歯科技工指示書に記載する

必要がある。また CAD への AI の活用や海

外への発注の可能性もある。これらは歯科

技工士以外の者に業務委託することの危険

性を示唆している。この対応として前述し

たように、歯科技工録に品名やロット番号

に加え、作成者名の記載が必要となる。  
 今回の調査で、ワックスアップされた模

型で受注している歯科技工所（CAM を有

する）があることがわかった。海外への発

注や歯科技工士以外の者への業務委託の防

止が見込まれると同時に、歯科技工士の技

術の維持に繋がると考えられた。  
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 現在、認められている歯科補てつ物等の

作成等に用いられる機器の共同利用は、そ

の旨と機器を所有する歯科技工所名を歯科

技工録に記載すると同時に、歯科技工指示

書にも明記することが必要である。このこ

とを周知させると同時に歯科技工録に作成

歯科技工士名を記載させることで、間違っ

た共同利用を防止し、上記に示した種々の

問題に対応できると考えられた。  
（２）リモートワーク  
 多くの歯科技工所が歯科技工のリモート

ワークが可能になったことを知っており、

講習の受講を希望していた。リモートワー

クを実施した場合、遠隔操作で行うことを

考えている歯科技工所と自宅 PC（CAD ソ
フト入り）を用いて行うことを考えている

歯科技工所とがあった。  
 自宅 PC（CAD ソフト入り）を用いて行

う CAD/CAM 業務のリモートワークは、通

信ネットワークの影響を受けずに作業を行

うことができるが、CAD ソフトウェアラ

イセンスの追加購入や高い計算機性能を有

する PC の購入といった設備投資が必要で

ある。それに対して、遠隔操作による

CAD/CAM 業務のリモートワークは、タイ

ムラグが発生することがあり、作業能率の

低下、リアルタイムでの精度が落ちる、歯

科技工所で重複しての使用ができなくな

る、等の問題が生じる可能性がある。  
 今後リモートワークを実施する歯科技工

所の件数の増加が見込まれた。特に結婚、

出産、育児、介護等によりフルタイムでの

歯科技工業務が困難となった歯科技工士に

とって、今後の働き方の一形態になりうる

と考えられた。  
（３）リモートワークを実施する場合の医  
療情報の管理  

 歯科医院と歯科技工所との間で SMS や

LINE などの SNS 等を用いて患者の個人情

報をやり取りするなど、現状はサイバーセ

キュリティ及びプライバシー保護の観点か

ら、医療情報管理に求められる水準を大き

く下回っていることが明らかとなった。  
 リモートワークを実施する場合には、リ  
モートワークを行った日時や作業内容の医

療情報の管理（下記）を行う必要がある。

特に患者名等の個人情報を含むデータを閲

覧する場合には、現状では、「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン 

第 5.2 版（令和 4 年 3 月）」及び、「歯科技

工士法施行規則（リモートワーク等）の一

部改正に伴う研修会」での講義内容を踏ま

えた上で、以下の対策を講じる必要があ

る。  
 ⅰ）データ通信方式として仮想プライベ

ートネットワーク（VPN）を利用す

ること  
 ⅱ）リモートワークを行う端末には歯科

技工所からのデータを可能な限り保

存せず、データの分散や漏洩を予防

する措置を講じること  
 ⅲ）リモートワークを行う端末にウイル

ス対策ソフトを導入し、常に最新の

パターンファイルをダウンロードし

更新しておくこと  
 ⅳ）ユーザー管理を徹底し、容易に推測

できないパスワードを設定し、他者

とのユーザーの共有は行わないこと  
 ⅴ）リモートワークを行おうとする歯科

技工所ではシステム管理者を定め、

システム管理者はリモートワークを

おこなう端末の履歴を確認し、不明

な通信が行われていないか等を定期

的に確認すること  
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 ⅵ）システム管理者は、リモートワーク

で用いるデータのバックアップを定

期的に行うこと（※バックアップは

CD-R/DVD-R 等の外部記憶媒体に行

うことが望ましい）  
 歯科技工士のリモートワークにおいて必

要となるサイバーセキュリティに関して、

NISC(内閣サイバーセキュリティセンター)
が提供している一般社会的生活におけるサ

イバーセキュリティに関する共通知識（コ

モンセンス）の取得を行う。具体的には、

歯科技工でのリモートワークに関するセキ

ュリティ講習会を受講し、受講証明書を取

得する必要がある。  
 当該セキュリティ講習会では本研究で得

られた全国の歯科技工所におけるサイバー

セキュリティ対策の現状を加味した講習を

実施しており、経営規模で大小様々な歯科

技工所でのセキュリティ対策を鑑み、現実

的に奨励する対策方法を提示している。  
 サイバーセキュリティは、社会における  
安全保障と密接に関連しており、歯科技工

のリモートワークにおけるセキュリティ対

策のみで実現できるものではない。地域包

括ケア等で重要視されている医科歯科連携

（病診連携）において、３文書６情報の医

科歯科での共有などが歯科医師会を中心と

して議論されている。しかし、それより頻

繁に異なる業種、組織間で個人情報が交換

されているのが、歯科医院と歯科技工所間

での歯科技工指示書と付帯情報であること

は明白である。「経済財政運営と改革の基

本方針 2022」において、医療情報の相互

利用（情報共有）について言及がなされて

おり、「歯科技工を含む歯科領域における

ＩＣＴの活用を推進し、歯科保健医療提供

体制の構築と強化」が謳われていることか

らも、歯科医院や歯科技工所の経営規模に

よらず、セキュリティが保証された、標準

的なデータ交換手段の整備の必要があるよ

うに感じられる。  
 今後さらに危険性を増すことが予想され

るサイバー攻撃から患者情報を保護するこ

とは、より困難となることは明白である。

実際、ランサムウェアのようなワークに対

抗するため、いわゆる「境界防御型」のサ

ーバーセキュリティから「ZTN（ゼロトラ

ストネットワーク）」の防御方法へと遷移

しており（「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン第 6.0 版（案））、

ZTN の導入は中小の歯科技工所にとって

は経済的にも技術的にも容易ではない。  
 こうした点も踏まえて、セキュリティが

脆弱な環境のままで安易にリモートワーク

を実施せず、手間のかかる方法であって

も、現状で可能な限りのサイバーセキュリ

ティ対策を施すよう注意を促していく必要

性がある。  
●患者のデジタル情報管理への対応  
 患者情報の漏洩・紛失防止・紛失発生時

の対策として、マニュアルの作成や研修を

行っていない歯科技工所が多くみられた。

患者情報の守秘義務への対応に関しても、

業務規程がない、守秘義務契約を行ってい

ない歯科技工所が多くみられ、患者のデジ

タル情報管理体制は不十分で、改善すべき

点が多く認められた。  
 以上より、歯科技工指示書、歯科技工

録、特に歯科技工物製作に関わるデジタル

情報の管理そして患者のデジタル情報管理

に関しては、後述の『歯科技工情報化の課

題と解決策』に記載する、より慎重でかつ

早急な対応が必要である。  
●有床義歯製作に対する CAD/CAM 技術の

応用  
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 有床義歯製作に対する CAD/CAM 技術の

応用については、義歯を行っていない歯科

技工所を除くと約半数が行っている、ある

いは行う予定である、と回答しており、実

用化へ向かっていると考えられた。ただ

し、削り出しにかなりの時間を有するこ

と、従来の方法に比較して精度が劣るこ

と、辺縁形態や可動粘膜部分を正確に記録

できないこと、コスト（機械・材料）及び

精度が心配であることなどの意見もある。

通法に換わるために解決すべき問題点とし

て、①口腔内スキャナーによる床縁形態の

採得、②メタルクラスプの適合性と長期的

な維持力の確保、などが挙げられている。

しかし、治療術式の工夫（口腔内スキャナ

ーのデジタルデータから作成した個人トレ

ーによる精密印象をスキャンする方法な

ど）、および新しい義歯用材料（PEEK 樹
脂など）の開発などにより、困難とされて

いる CAD/CAM 技術による有床義歯の作成

も、今後可能になることが予想される。す

べての歯科技工業務が CAD/CAM 技術で可

能になることは、歯科技工物製作に関わる

デジタル情報の管理が極めて重要になって

くることを意味しており、歯科医師による

指示内容の管理とともに、本情報の管理体

制の整備は急務と考えられた。  
●歯科技工情報化の課題と解決策  
 本調査結果を受け、歯科技工におけるＩ

ＣＴの活用を推進するには、大都市から地

方まで大小様々な歯科技工所において、患

者のプライバシー保護が大前提となること

が明らかとなる一方で、経営規模によって

は十分なセキュリティ対策を講じることが

困難な場合もあると思われる。ただし、患

者のプライバシー保護は、歯科技工領域に

閉じて考えるべきものではなく、歯科領域

にとどまらず、医療全体での課題である。  

 「経済財政運営と改革の基本方針

2022」（令和 4 年 6 月 7 日閣議決定）にお

いて、「全国医療情報プラットフォームの

創設」、「電子カルテ情報の標準化等」及び

「診療報酬改定 DX」の取組が開始されて

いることから、可能であればこれらに参

画、もしくは連携を検討し、プライバシー

を保護しつつ、歯科技工情報を歯科医師、

歯科技工士間等で相互利用するモデルを構

築することも現実的な課題解決手段である

と考えられる。  
 歯科技工のリモートワークが普及してい

くと、複数の歯科技工士と歯科技工所が一

つの技工物に関与することとなり、現在よ

りも多くの患者情報の漏洩・紛失防止・紛

失発生することが予想される。これを防止

するためには、各業務プロセスの監査証跡

を残すことが有効とされるが、そういった

システムの導入の前に歯科技工所員教育と

所内監査の実施が有効と考えられる。  
 中長期的には、医療情報相互交換の国際

標準規格である HL7-FHIR において、患者

付随する様々な項目（氏名、年齢、性別、

医療情報等）は階層状に定義されており、

患者オブジェクトとして呼称されている。

HL7-FHIR の患者オブジェクトの医療情報

の項目の下位層に技工物を新たに提案した

場合、その技工物に対して、さらに下位層

に作成者の項目を設定することにより、歯

科技工情報の標準的な取り扱いが進められ

る。そこにおいて厚生労働省標準の口腔内

診査コードが歯科技工物の階層の定義付け

に有用である。このような歯科技工情報の

デジタル記載内容の定義付けを行うことに

より、シームレスに「全国医療情報プラッ

トフォーム」に参画していくことができる

と思われる。そのためには、歯科技工情報

の標準的な取り扱いに関して、プライバシ
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ー保護の観点からの有効性と、知識ベース

（エビデンス構築）からの有用性の検証を

含めた定量的なデータ取得によるモデル事

業化が必要である。  
 
 
Ｅ．結論  

歯科技工士業務を検討する場合に必要な

教育に対しては 11 項目の「候補となる行

為」が抽出され、教育の現状として、「候

補となる行為」を卒前教育に取り入れる場

合には時間的余裕が無く、現行の教育内容

の一部を削減する必要が出てくること、一

部の項目では講義や実習室での実習を十分

行っていることからチェアサイドでの行為

としても教育として十分と考えている教育

施設が多いこと、必要となる機器・材料を

整備する、学外実習の場を設けるなどの解

決策が求められることが明らかとなった。

歯科技工業務の拡大を目指すのであれば、

本研究結果を基に、それぞれの「候補とな

る行為」について、到達目標を明確に設定

し、そのために必要な教育内容、教育資

源、教育の場を具体的に整備することが可

能かどうかについての検討した後、必要に

応じて法令等の整備についての検討が行わ

れるべきであると考えられる。  
 歯科技工に関連する CAD/CAM 等のデジ

タルデータ処理業務を適正に実施するため

の整備方策等に関しては、患者情報管理お

よびデジタル情報管理について調査を行っ

た結果、患者情報のデジタル化の遅れ、不

十分な管理体制など、改善すべき点が認め

られた。歯科補てつ物等の作成管理、品質

管理の観点から、歯科技工指示書に基づい

て歯科技工録を作成すべきであり、既存の

記載項目に加えるべき項目について実態を

踏まえた更なる検討が必要であると考えら

れる。リモートワークを実施する場合、作

業日時や内容の管理としてセキュリティ対

策を講じる必要性が示された。デジタル情

報管理体制の整備に向け、患者情報管理へ

の対応としては研修マニュアルの作成や研

修会開催の推進、患者情報の守秘義務遵守

への対応としては業務規程の改正や守秘義

務契約の締結など、対応法を策定する必要

性が示された。デジタル情報管理におい

て、歯科技工指示書と歯科技工録の適切な

管理が特に重要であると考えられる。  
 
 
Ｆ．健康危険情報  
なし  
 
 
Ｇ．研究発表  
1. 論文発表  

大川周治、調査研究からみえる歯科技

工士の新しい可能性、日本歯科医師会

雑誌・75 巻 7 号・518～519 頁・2022
年 10 月  

 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  
なし  
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）  
分担研究報告書  

 
業務・教育内容検討に関する研究  

 
研究分担者 赤川 安正 昭和大学 客員教授  

 

 

 
 
構成メンバー 
赤川安正（昭和大学・客員教授） 
大島克郎（日本歯科大学東京短期大学・教授） 
高橋英和（東京医科歯科大学・名誉教授） 
北村知昭（九州歯科大学・教授） 
田地 豪（広島大学・准教授） 
安部友佳（昭和大学・講師） 
馬場一美（昭和大学・教授） 
 
 
Ａ．研究目的 

平成 30 年から令和元年にわたって行われ

た『歯科技工士の養成・確保に関する検討

会』の報告書において、歯科技工業の内容や

歯科技工士の教育内容について検討すること

の必要性が示された。そのため、令和 2 年度

の厚生労働科学特別研究『歯科技工士の業務

内容の見直しに向けた調査研究』において、

業務範囲に関する意識調査が実施された。こ

の研究により、歯科技工士が診療室チェアサ

イドおよび訪問歯科診療先で実施可能な業務

内容や、今後、歯科技工士に求められる業務

内容について整理され、歯科技工士の業務内

容に関する議論の基礎資料が得られた。ただ

し、業務内容が示されたものの、実施には課

題も多い。昨年度の本研究では、歯科技工業

務に関する現在の教育内容の実態や歯科技工

業務の範囲拡大等に伴い必要とされる教育内

容について、まず「候補となる行為」を選定

し、これらの教育の現状に関して全国の歯科

研究要旨 

Ⅰ．業務・教育内容検討ＷＧ 

• 歯科技工士が診療室のチェアサイド等で実施することが望まれる業務内容および

その妥当性と課題、歯科技工業務に関する現在の教育内容の実態および歯科技工業

務の範囲拡大等に伴い必要とされる教育内容とその課題について、歯科医師及び歯

科技工士だけではなく、患者にとっての有益性や医療安全上の課題等も含め、検討

を行う。 

• 歯科技工業務の範囲拡大として「候補となる行為」を歯科技工士が行うと仮定した

場合の教育内容とそれに必要な教育資源について、課題と解決策をまとめる。 

• 必要に応じて、全国の歯科技工士養成施設、10 施設を対象にヒアリングを行う。 

• これらの結果と文献的検索から、歯科医療の全体像を示した上で、歯科技工士が診

療室のチェアサイド、歯科訪問診療等で実施することが望まれる業務内容や、それ

に伴い拡大が必要と考えられる教育内容と教育資源を示した提言をまとめる。 
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技工士養成施設を対象にアンケート調査を実

施し、「候補となる行為」を歯科技工士が行

うと仮定した場合の教育内容の現状を把握し

た。 
本 WG が行う本年度の研究の目的は、歯

科技工士の業務範囲の拡大として「候補とな

る行為」を歯科技工士が行うと仮定した場合

の現状の教育内容の評価・問題点の抽出を行

い、対応策について協議することにより、歯

科技工士が診療室のチェアサイド、歯科訪問

診療等で実施することが望まれる業務内容

や、それに伴い拡大が必要と考えられる教育

内容と教育資源を示した提言をまとめること

にある。 

 

 
Ｂ．研究方法 
 歯科技工士の実施が望まれる業務内容につ

いての教育の実態および課題等を把握するた

め、歯科技工士養成施設に対してヒアリング

調査を実施した。 
 
 1. 調査対象 

全国の歯科技工士養成施設の中から、地

域、修業年限、設置形態、大学歯学部・歯科

大学附属病院の有無等を考慮して抽出した

11校（北海道・東北 1校、関東・甲信越 3
校、東海・北陸 2校、近畿 2校、中国・四国

2校、九州・沖縄 1校）（2 年制 8校、3 年制

1校、3 年制（夜間）1校、2 年制 3 年制（夜

間）併設 1校）（私立 6校、県立 2校、歯科

医師会立 3校）を調査対象とした。 
 

2. 調査研究方法 
ヒアリングシートを新たに作成し、対象校

に郵送した。その後、対象校からの回答を基

にした対面もしくは Web でのヒアリング調

査を WG委員が行った。 
 
 3. 調査項目（内容） 

 歯科技工士が診療室のチェアサイドおよび

歯科訪問診療先で実施することが望まれる業

務については、前年度の研究で仮に選定した

17 の行為から医療安全上の問題を有する行

為を除いた 11 の行為を「候補となる行為」

とした。 

候補となる行為：①患者と接する行為（総

論）、②色調選択（歯冠修復治療）、③歯冠修

復物の研磨（歯冠修復治療）、④人工歯選択

（全部床義歯治療）、⑤チェアサイド・訪問

診療先での義歯の修理（全部床義歯治療）、

⑥人工歯選択（部分床義歯治療）、⑦チェア

サイド・訪問診療先での義歯の修理（部分床

義歯治療）、⑧口腔内スキャナを用いる光学

印象（低侵襲治療）、⑨口腔内写真の撮影

（低侵襲治療）、⑩咀嚼能力検査（グミゼリ

ー）（低侵襲治療）、⑪義歯を口腔内から取り

外す（低侵襲治療） 
行為ごとに〔定義〕および〔必要な教育内

容〕を設定し、回答の参考になるようにし

た。なお、〔定義〕や〔必要な教育内容〕は

複数の教科書や用語集を基に WG 会議で協

議して決定した。 
行為ごとにヒアリングシートを作成し、以

下の項目についてヒアリング調査を行った。 
 ・この行為に関する教育の現状（時間、教

育の場、人、器具・材料、予算） 
・必要な教育内容を教育するための解決策

（時間、教育の場、人、器具・材料、予

算、コメント） 
・上記解決策を講じたとしても残る課題 

（資料 1：ヒアリングシート参照） 
 
 4. 分析方法 

得られた回答にヒアリング内容を追加し、

調査項目別に単純集計した。 
 
 5. 調査実施期間 
 令和 4 年 9月に調査対象にヒアリングシー

トを送付した。回答締め切りは 9月 30日と
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した。 
 令和 4 年 10月と 11月に調査対象に対して

ヒアリングを行った。 
 
（倫理面への配慮） 
 本調査は、明海大学倫理委員会の承認（承

認番号 A2030号）を経て実施した。 
 
 
Ｃ．研究結果 
 調査対象 11校すべてから回答があり、ヒ

アリングを実施した。 
 以下、ヒアリングシートの回答と実施した

ヒアリングの結果を、「候補となる行為」ご

とに示す。 
（資料 2：ヒアリング調査結果参照） 
 
[1] 患者と接する行為（総論） 
 
[1-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 1 に示す。 

 
図 1 患者と接する行為（総論）に関する教

育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」の項目で

54.5%（11 施設中 6 施設）であり、「器具・

材料」「予算」の項目で 45.5%（11 施設中 5
施設）であった。 
 必要な教育内容を「コミュニケーション

学」、「倫理学」、「歯科技工概論」、「歯科技工

管理学」等の授業において講義形式で教育し

ていたが、「介護（訪問診療のため）」につい

ては教育していない施設が多く、その点で不

十分と回答されていた。 
 
[1-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
 「介護（訪問診療のため）」についての解

決策としては、①現場から講師を派遣しても

らう、②病院や介護施設などの学外実習の場

を設ける、などが挙げられた。 
 
[1-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 臨床見学実習を実施した方がよいと感じて

いるものの、実施していない養成施設が多く

みられた。その理由としては、①修業年限が

2 年間で短い、②学外実習施設（病院、診療

所、介護施設など）の確保が困難である、な

どが挙げられた。 
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[2] 色調選択（歯冠修復治療） 
 
[2-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 2 に示す。 

 
図 2 色調選択（歯冠修復治療）に関する教

育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」「器具・材料」

の項目で 45.5%（11 施設中 5 施設）であ

り、「予算」の項目で 54.5%（11 施設中 6 施

設）であった。 
 必要な教育内容を「歯冠修復技工学各

論」、「審美に関わる歯科技工」、「造形美術」

等の授業において講義形式で教育しているも

のの、患者を想定した学生同士の相互実習は

行っていないようである。「色調の伝達」や

「歯科訪問診療における上記の行為」につい

ては教育していない施設が多く、その点で不

十分と回答されていた。 
 
[2-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
「色調の伝達」や「歯科訪問診療における

上記の行為」についての解決策としては、①

口腔内撮影用カメラを用いた実習を行う、②

学生同士で相互実習を行う、などが挙げられ

た。また、歯科診療ユニットのある実習室が

望ましいとの意見があった。ただし、訪問診

療については学生の同行手段が難しいため実

習できないとの意見があった。 
 

[2-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 学生同士の相互実習に加えて、実際の患者

で色調選択することにより、さらに知識等が

深まると考えられる。臨床見学実習を実施し

ていない養成施設にとっては、学外実習施設

の確保が大きな課題として挙げられた。 
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[3] 歯冠修復物の研磨（歯冠修復治療） 
 
[3-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 3 に示す。 

 
図 3 歯冠修復物の研磨（歯冠修復治療）に

関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」「器具・材料」

「予算」のすべての項目で 90.9%（11 施設

中 10 施設）であった。 
 必要な教育内容を「歯冠修復技工学に関連

する科目」、「歯科技工実習科目」等の授業に

おいて教育していた。「歯科訪問診療におけ

る上記の行為」については教育していない施

設があり、その点で不十分と回答されてい

た。 
 
[3-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、歯科医師会等と連携

して学外実習（歯科診療所、介護施設等の見

学実習）の場を設けることが挙げられた。 
 
[3-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 模型上での研磨を行っているが、臨床例で

の研磨は法律上の問題もあるので行っていな

いのが現状である。患者の口腔内に装着する

ための修復物に要する模型ではなく、あくま

でも臨床で使用した模型を使用して修復物を

製作・研磨する等の工夫をしながら実習を行

っている養成施設もあった。チェアサイド等

を想定した歯冠修復物の研磨は、現状の基礎

的な模型実習において十分実施できており、

課題としての認識はなかった。 
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[4] 人工歯選択（全部床義歯治療） 
 
[4-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 4 に示す。 

 
図 4 人工歯選択（全部床義歯治療）に関す

る教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」「器具・材料」

「予算」のすべての項目で 63.6%（11 施設

中 7 施設）であった。 
 必要な教育内容を「全部床義歯技工学概

論・各論」、「歯科技工実習（全部床義歯に関

わる）」等の授業において教育していた。人

工歯を選択するということを講義では触れて

いるものの、実習で配布する人工歯は選択済

みであったりするようである。また、「歯科

訪問診療における上記の行為」については教

育していない施設があり、その点で不十分と

回答されていた。 
 
[4-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
 実際に患者に応じて人工歯を選択すること

を深く教育するのであれば、バリエーション

のあるモールドガイドやシェードガイドを用

意する必要がある。 
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、学外実習（歯科診療

所、介護施設等の見学実習）の場を設けるこ

とが挙げられた。 
 

[4-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 実習では、あらかじめ用意された人工歯を

使用して、模型上で人工歯排列を行ってい

る。実際の臨床においても、歯科技工指示書

に基づき人工歯等が設定されているため、現

状の実習方法で問題ない（あるいは十分であ

る）と考えている養成施設が多かった。チェ

アサイド等を想定した人工歯選択に関する教

育を行う場合、患者の要望等も踏まえた人工

歯選択の教育方法が課題として挙げられた。 
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[5] チェアサイド・訪問診療先での修理 
（全部床義歯治療） 

 
[5-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 5 に示す。 

 
図 5 チェアサイド・訪問診療先での修理

（全部床義歯治療）に関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」の項目で 36.4%（11
施設中 4 施設）であり、「人」「予算」の項目

で 45.5%（11 施設中 5 施設）であり、「器

具・材料」の項目で 54.5%（11 施設中 6 施

設）であった。 
 必要な教育内容を「全部床義歯技工学各

論」等の授業において講義形式で教育してい

たり、学生が製作した義歯を破折させ、修理

する実習を行っていた。「歯科訪問診療にお

ける上記の行為」については教育していない

施設が多く、その点で不十分と回答されてい

た。 
 
[5-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、歯科医師会等と連携

して学外実習（歯科診療所、介護施設等の見

学実習）の場を設けることが挙げられた。歯

科医院等の協力が不可欠である。 
 
[5-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  

 義歯を実際に壊して義歯床の修理を行った

りしているものの、実際の臨床では様々な破

折のシチュエーションが考えられるため、対

応しきれていないのが現状のようである。ど

こまでを到達目標にするのかという課題が挙

げられた。 
 また、現時点での教育要綱に含まれていな

い授業科目を加えることは時間的に厳しいと

いう意見もあり、課題として挙げられた。 
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[6] 人工歯選択（部分床義歯治療） 
 
[6-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 6 に示す。 

 
図 6 人工歯選択（部分床義歯治療）に関す

る教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「器具・材料」「予算」の項目で

54.5%（11 施設中 6 施設）であり、「教育の

場」「人」の項目で 63.6%（11 施設中 7 施

設）であった。 
 必要な教育内容を「部分床義歯技工学各

論」や「歯科技工実習」等の授業において教

育していた。講義や実習で説明はしているも

のの、患者として見立てた実習は行っていな

いのが現状のようである。また、「歯科訪問

診療における上記の行為」については教育し

ていない施設が多く、その点で不十分と回答

されていた。 
 
[6-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
 現在の実習では、教員が人工歯を選択して

学生に配布している施設が多いようである。

学生自身が人工歯を選択する実習を追加する

といった工夫が必要である。 
また、「歯科訪問診療における上記の行

為」についての解決策としては、学外実習

（歯科診療所、介護施設等の見学実習）の場

を設けることが挙げられた。 
 

[6-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 チェアサイド等を想定した人工歯選択に関

する教育を行うとなると、患者の要望等も踏

まえた人工歯選択の教育方法も検討する必要

がある。 
 また、どこまでを到達目標にするのか明確

にする必要がある。部分床義歯の人工歯選択

や排列等は、症例が多様であるため、目標に

よって教育内容も変わってくる。 
 さらに、臨床を想定したバリエーションの

ある人工歯を用意しておくのは予算的に難し

いという意見もあった。このように人工歯選

択の教育方法、到達目標、教育内容が課題と

して挙げられた。 
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[7] チェアサイド・訪問診療先での修理 
（部分床義歯治療） 

 
[7-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 7 に示す。 

 
図 7 チェアサイド・訪問診療先での修理

（部分床義歯治療）に関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「人」「器具・材料」の項目で

27.3%（11 施設中 3 施設）であり、「教育の

場」の項目で 36.4%（11 施設中 4 施設）で

あり、「予算」の項目で 18.2%（11 施設中 2
施設）であった。 
 必要な教育内容を「部分床義歯技工学各

論」等の授業において講義形式で教育してい

たり、学生が製作した義歯を破折させ、修理

する実習を行っていた。ただし、全部床義歯

の修理の実習は行っているものの、部分床義

歯の修理は行っていない施設が多くみられ

た。 
また、「歯科訪問診療における上記の行

為」については教育していない施設が多く、

その点で不十分と回答されていた。 
 
[7-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、歯科医師会等と連携

して学外実習（歯科診療所、介護施設等の見

学実習）の場を設けることが挙げられた。歯

科医院等の協力が不可欠である。 

 
[7-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 部分床義歯の修理は多様なケースがあるた

め、対応が困難であり、時間面での限界があ

る。さらに、チェアサイドや訪問診療先での

部分床義歯の修理を教育するとなると、臨床

見学等、実際の臨床現場での実習の必要性等

が課題として挙げられた。 
 また、現時点での教育要綱に含まれていな

い授業科目を加えることは時間的に厳しいと

いう課題も挙げられた。 
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[8] 口腔内スキャナを用いる光学印象 
（低侵襲治療） 

 
[8-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 8 に示す。 

 
図 8 口腔内スキャナを用いる光学印象（低

侵襲治療）に関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」の項目で

27.3%（11 施設中 3 施設）であり、「器具・

材料」「予算」の項目で 9.1%（11 施設中 1
施設）であった。 
 必要な教育内容を「歯冠修復技工学各

論」、「デジタル技術に関わる歯科技工」等の

授業において講義形式で教育していた。ま

た、模型を口腔と想定した光学印象の実習を

行っている施設があったが、機器を保有して

いないため実習を行っていない施設もあっ

た。また、「歯科訪問診療における上記の行

為」については教育していない施設が多かっ

た。 
[8-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
相互実習を行ったり、歯科医師会等と連携

して学外実習の場を設けることが挙げられ

た。 
 
[8-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 デジタル機器の購入やライセンス更新等、

設備投資については、財政的に厳しいのが現

状のようである。また、口腔内スキャナーを

用いる実習を増やすとなると、従前からの実

習を減らすことになりかねないという不安要

素がある。 
 また、現在、法令や歯科技工士養成所指導

ガイドラインにおいて、各養成施設でデジタ

ル機器を整備する旨の文言が入っていないた

め、当該機器を購入するための根拠がなく、

購入が困難な状況の施設もあった。今後は、

法令等においてデジタル機器の整備について

も対応が必要であるという意見があった。こ

のように、実習の時間的制約や財政的なこと

が課題として挙げられた。 
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[9] 口腔内写真の撮影（低侵襲治療） 
 
[9-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 9 に示す。 

 
図 9 口腔内写真の撮影（低侵襲治療）に関

する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「器具・材料」「予算」の項目で

36.4%（11 施設中 4 施設）であり、「教育の

場」「人」の項目で 18.2%（11 施設中 2 施

設）であった。 
 必要な教育内容を「歯冠修復技工学各

論」、「セラミックに関わる歯科技工」等の授

業において講義形式で教育していた。また、

教員が学生の口腔内を撮影したり、学生同士

で相互実習を実施している施設があったが、

教育していない施設もあった。また、「歯科

訪問診療における上記の行為」については教

育していない施設が多かった。 
 
[9-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
撮影に必要な機器を整備したり、相互実習

を行ったり、歯科医師会等と連携して学外実

習の場を設けることが挙げられた。 
 
[9-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 口腔内撮影用カメラを使用して学生同士で

相互実習等を行う方法があるが、加えて、実

際の臨床現場での撮影を見て学ぶことも重要

との認識はあった。ただし、臨床の場に出る

機会がなく、撮影のための教育を行う時間が

限られている施設もあった。訪問診療に同行

できなくても、リモート下で撮影している様

子を共有する方法も検討されていた。 
さらに、個人情報セキュリティや情報リテ

ラシーなどの教育の充実を図る必要性や、教

育要綱や法律の整備の必要性を課題とする意

見があった。このように、実習の方法や法律

の整備が課題として挙げられた。 
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[10] 咀嚼能力検査（グミゼリー） 
（低侵襲治療） 

 
[10-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 10 に示す。 

 
図 10 咀嚼能力検査（グミゼリー）（低侵襲

治療）に関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」「人」「器具・材料」

「予算」のすべての項目で 9.1%（11 施設中

1 施設）であった。 
 必要な教育内容を「全部床義歯技工学各

論」、「顎口腔機能学」等の授業において講義

形式で教育していたものの、ほとんどの養成

施設で実習（検査）は行われていなかった。 
 
[10-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
検査に必要な機器や材料を購入すれば、実

習を行うことは可能である。 
 
[10-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  
 検査そのものは難しいことではないが、結

果の診断やその後の治療など、どこまで歯科

技工士が関わるのか範囲が明確にならないと

教育に取り入れるのが難しいという意見があ

った。このように、教育要綱や法律の整備、

到達目標の設定が課題として挙げられた。 
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[11] 義歯を口腔内から取り外す 
（低侵襲治療） 

 
[11-1] この行為に関する教育の現状 
 教育の現状を図 11 に示す。 

 
図 11 義歯を口腔内から取り外す（低侵襲治

療）に関する教育の現状 
 

教育の現状を「十分」と回答した養成施設

は、「時間」「教育の場」の項目で 9.1%（11
施設中 1 施設）であり、「人」「器具・材料」

「予算」の項目で 18.2%（11 施設中 2 施

設）であった。 
 必要な教育内容を「全部床義歯技工学概

論」、「部分床義歯技工学概論」等の授業にお

いて講義形式で教育していた。「義歯の設

計」や「着脱方向」については説明している

ものの、義歯の取り外しに特化した教育は行

っていないのが現状であった。また、模型上

での想定で実習は行っているものの、「歯科

訪問診療における上記の行為」については教

育していない施設が多かった。 
 
[11-2]必要な教育内容を教育するための解決

策は？（不十分とした項目について） 
「歯科訪問診療における上記の行為」につ

いての解決策としては、歯科医師会等と連携

して学外実習（歯科診療所、介護施設等の見

学実習）の場を設けることが挙げられた。 
 
[11-3]上記解決策を講じたとしても残る課題

は？  

 訪問診療における教育では、教育の場の確

保が課題として挙げられた。また、その場に

出るまでの十分な教育（患者に対応する能

力、感染対策等）をどのように行うかが共通

の課題として挙げられた。 
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Ｄ．考察 
1. 調査目的および調査対象について 
 令和 2 年度の厚生労働科学特別研究『歯科

技工士の業務内容の見直しに向けた調査研

究』において、歯科技工士の業務範囲に関す

る歯科医師と歯科技工士の意識調査が実施さ

れた。この研究により、歯科技工士が診療室

チェアサイドおよび歯科訪問診療先で、「歯

科医師の指示のもとで歯科技工士が行っても

よいと考える行為」と「必要な教育・研修を

受ければ、歯科医師の指示のもとで歯科技工

士が行ってもよいと考える行為」が整理さ

れ、歯科技工士の業務内容の見直しに向けた

今後の議論のための基礎資料が得られた。た

だし、業務内容が示されたものの、課題が多

く残された。そこで、昨年度の本研究では、

歯科技工業務に関する現在の教育内容の実態

や歯科技工業務の範囲拡大等に伴い必要とさ

れる教育内容について、まず「候補となる行

為」を選定し、これらの教育の現状に関して

全国の歯科技工士養成施設を対象にアンケー

ト調査を実施し、歯科技工士が「候補となる

行為」を行うと仮定した場合の現状の教育内

容を把握した。本年度は、歯科技工士の業務

範囲の拡大として歯科技工士が「候補となる

行為」を行うと仮定した場合の現状の教育内

容の評価と問題点の抽出を行った。さらに、

対応策について討議し、歯科技工士が診療室

のチェアサイド、歯科訪問診療等で実施する

ことが望まれる業務内容や、それに伴い拡大

が必要と考えられる教育内容と教育資源を検

討する必要があると考え、歯科技工士養成施

設に対するヒアリング調査を行った。 
 ヒアリング調査は、全国の歯科技工士養成

施設の中から、地域、修業年限、設置形態、

大学歯学部・歯科大学附属病院の有無等を考

慮して抽出した 11校（北海道・東北 1校、

関東・甲信越 3校、東海・北陸 2校、近畿 2
校、中国・四国 2校、九州・沖縄 1校）（2
年制 8校、3 年制 1校、3 年制（夜間）1

校、2 年制 3 年制（夜間）併設 1校）（私立 6
校、県立 2校、歯科医師会立 3校）を調査対

象とした。まず、ヒアリングシートを作成

し、11 か所の対象校に送ったところ、すべ

ての学校から回答があり、さらにワーキング

委員によるヒアリング調査に協力してくれた

ことから、11 か所すべての対象校から教育

の現状や課題、対策などを聴くことができ

た。このことより、さまざまな歯科技工士養

成施設から多くの意見を得ることができたと

考える。 
 
2. 調査方法について 
 1) 「候補となる行為」について 
 前年度までの研究において、「歯科医師の

指示のもとで歯科技工士が行ってもよいと考

える行為」と「必要な教育・研修を受けれ

ば、歯科医師の指示のもとで歯科技工士が行

ってもよいと考える行為」の中から、仮の候

補として 17 の行為を選定した。しかしなが

ら、これらの中には医療安全上の問題がある

とみなされる行為があったため、検討の結

果、11 の行為を「候補となる行為」とし

た。行為の選定には、歯科技工士法との関わ

りを考慮しながら検討したが、解釈が難しい

行為もあった。歯科技工業務の拡大を目指す

のであれば、今後、法的な裏付けについての

検討が必要と考えられた。 
 
 2) ヒアリングシートについて 
 「候補となる行為」ごとにヒアリングシー

トを作成した後、対象校に郵送し、3 つの項

目（教育の現状・課題・解決策）について回

答を得た。シートには「候補となる行為」の

定義とその行為に必要な教育内容を記載して

おき、回答しやすいように工夫したが、記述

する箇所が多く、対象校には回答に負担を強

いた。 
 シートには「この行為に関する教育の現状

は？」という質問項目があり、十分・不十分
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の選択式で回答を得た。不十分と回答した理

由として、その行為に必要な教育内容のうち

「歯科訪問診療における上記の行為」が不十

分であるから、が多かった。今回作成したヒ

アリングシートでは、チェアサイドでの行為

と歯科訪問診療先での行為を合わせて質問し

ていたため、チェアサイドでの行為としては

十分な教育を行っているものの、歯科訪問診

療先での行為としては不十分なため、全体と

して不十分と判断されたものが多かったもの

と考えられる。チェアサイドでの行為と歯科

訪問診療先での行為に分けて質問すれば結果

が変わってくると思われたが、回答に要する

時間や負担の軽減、シートの枚数、回答率な

どを考慮し、今回のヒアリングシートの様式

で作成した。 
 
 3) ヒアリングについて 
 ヒアリングシートへの回答を得た後、ワー

キング委員によるヒアリング調査を行った。 
対面あるいは Web でヒアリングを行った

が、ヒアリングシートへの回答だけでは得に

くい内容（養成施設のポリシー・考え・背

景、教育環境、歯科医療機関との関わり等）

を聴取することができた。ヒアリングシート

では同じ回答でも、背景や考え、判断基準等

が異なることがあった。それゆえ、ヒアリン

グシートによる調査には限界があり、実際の

ヒアリング調査はそれを補ってくれたと考え

た。 
 
3. 教育の現状について 
 1) 全体として 
 現行の歯科技工士学校養成所指定規則等で

定められた教育内容は、それぞれの対象校に

おいて十分教育されていた。実習室での実習

を十分行っていることから、チェアサイドで

の行為としても十分という回答が多かった

が、実際の臨床現場では「候補となる行為」

の内容によって十分・不十分の判断は変わる

ものと思われる。また、歯科訪問診療先での

行為としては不十分という回答が多かった

が、同じ行為でも学外実習を行っていないこ

とによるものと思われた。 
 
 2) 教育時間について 
 教育時間は「候補となる行為」によって差

があるものの、教育に必要な時間は不十分と

の回答が多かった。特に 2 年制の対象校では

時間的余裕がなく、新規に教育内容を加える

となると現行の教育内容の一部を削減する必

要が出てくる状況であることがわかった。現

状では「候補となる行為」を卒前の 2 年間で

教育することは時間的に困難ではないかと予

測される。 
 
 3) 教育の場について 
 講義室や実習室を使って授業されていた。

「候補となる行為」によっては、実習台での

実習で十分な場合や、実習台をチェアサイド

とみなして実習するのが困難な場合など、さ

まざまである。また、歯科訪問診療先での行

為については、臨床見学の場が必要と考える

対象校が多かったが、いずれの学校もその確

保に苦慮していた。 
 
 4) 器具、機器、予算について 
 少額の器具・機器・材料については準備す

ることが可能であるが、高額なものを揃える

には予算的に困難との意見が多くあった。例

えば、口腔内スキャナや CAD/CAM機器を

使う実習では、学校で機器を揃えるには財政

的に難しいため、企業に協力を得ながら実習

を進めているところが多く見られた。 
 
4. 解決策とさらなる課題について 
 「候補となる行為」の内容によって課題は

変わるが、必要な教育内容を教育するための

解決策として、①必要な機器や材料を購入・

整備する、②学生同士で相互実習を行う、③
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歯科診療ユニットのある実習室を整備する、

などの意見があった。また、歯科訪問診療に

おける行為についての解決策としては、歯科

医師会等と連携して学外実習（歯科診療所、

介護施設等の見学実習）の場を設けることが

挙げられていた。 
 また、これらの解決策を講じたとしても残

る課題としては、①修業年限が 2 年で短い、

②学外実習施設（病院、診療所、介護施設な

ど）の確保が困難である、③到達目標が明確

でない、④法令や教育要綱、ガイドライン等

が整備されていない、などが挙げられてい

た。これらの課題のうち②については、学外

実習の代替手段（動画教材で補完する等）を

検討する必要があるように考えられる。 
 歯科技工業務の拡大を目指すのであれば、

本研究結果を基に、それぞれの「候補となる

行為」について、到達目標を明確に設定し、

そのために必要な教育内容、教育資源、教育

の場を具体的に整備することが可能かどうか

についての検討が必要であると考えられた。

その後、必要に応じて法令等の整備について

の検討が行われるべきであろう。これらは、

次の研究の目的になるものと思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｅ．結論 
歯科技工士の業務範囲の拡大として「候補

となる行為」を歯科技工士が行うと仮定した

場合における教育の実態および課題等を把握

するため、歯科技工士養成施設に対してヒア

リング調査を実施した。その結果、「候補と

なる行為」を行う上で必要と考えられる教育

の現状や課題、またその解決策やさらなる課

題を明らかにできた。 
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資料 1：ヒアリングシート  
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資料 2：ヒアリング調査結果  
   （黒字：ヒアリングシートの回答、青字 /緑字：ヒアリング調査での追記）  
【患者と接する行為（総論）】  
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【色調選択（歯冠修復治療）】  
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【歯冠修復物の研磨（歯冠修復治療）】  
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【人工歯選択（全部床義歯治療）】  
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【チェアサイド・訪問診療先での義歯の修理（全部床義歯治療）】  
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【人工歯選択（部分床義歯治療）】  
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【チェアサイド・訪問診療先での義歯の修理（部分床義歯治療）】  
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【口腔内スキャナを用いる光学印象（低侵襲治療）】  
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【口腔内写真の撮影（低侵襲治療）】  
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【咀嚼能力検査（グミゼリー）（低侵襲治療）】  
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【義歯を口腔内から取り外す（低侵襲治療）】  
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）  
分担研究報告書   

 
歯科技工における医療情報の整備状況に関する研究  

 
 研究分担者  志賀 博  日本歯科大学 教授  

 

 
 
構成メンバー  
志賀 博（日本歯科大学 教授）  
横山敦郎（北海道大学 教授）  
野崎一徳（大阪大学 准教授）  
 
 
Ａ．研究目的  
  歯科保健医療を取り巻く状況の変化や

デジタル技術の著しい進歩普及により、歯

科技工も急速に変化している。したがって、

歯科技工に関連するデジタルデータ処理業

務の現状を明らかにすることは、患者の口

腔内に装着される歯科補てつ物に関する安

全性・トレーサビリティ・歯科技工に関す

る情報通信の安全などを確保する上で重要

である。  
 本 WG 研究の目的は、歯科技工に関連す

る CAD/CAM 等のデジタルデータ処理業務

を適正に実施するための整備方策等につい

て、より具体的な検討を進めるために、歯

科技工士を対象としてデジタル処理業務に

係るヒアリング調査を行い、歯科補てつ物

研究要旨 

Ⅱ．医療情報整備検討ＷＧ 

歯科技工に関連する CAD/CAM等のデジタルデータ処理業務を適正に実施するための整

備方策等について、より具体的な検討を進めるために、歯科技工士を対象として歯科技

工業務に係る患者情報の管理および歯科技工物製作に関わるデジタル情報の管理につい

て、ヒアリング調査を行った。その結果、 

１． 歯科技工業務に係る患者情報のデジタル化はかなり遅れているとともに、デジタル

化された患者情報の管理体制は十分とは言えず、改善すべき点が多々認められた。

すなわち、歯科技工業務に係る患者情報の管理に関しては、当該情報のデジタル化

推進とともに、歯科技工指示書の管理の重要性を明確にしていく必要性が示された。 

２． 歯科補てつ物等の製作管理および品質管理の観点から、歯科技工指示書に基づいて

歯科技工録を作成すべきであり、CAD/CAM を用いた歯科技工を行う場合の歯科技工

録の記載内容については、今後の実施状況をみながら、引き続き、必要な項目を検

討する必要があると考える。 

３． リモートワークを実施する場合には、リモートワークを行った日時や作業内容の医

療情報の管理として、セキュリティ対策を講じる必要性が示された。 

４． 患者のデジタル情報管理体制を整備するためには、患者情報管理への対応としては

研修マニュアルの作成や研修会開催の推進など、患者情報の守秘義務遵守への対応

としては、業務規程の改正や守秘義務契約の締結など、具体的な対応方法を策定す

る必要性が示された。 

５． 歯科技工物製作に関わるデジタル情報の管理に関しては、歯科技工指示書（歯科医

師による指示内容）と歯科技工録の適切な管理が特に重要になると考えられた。 
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等の製作に使用している歯科技工録とリモ

ートワークにおけるデジタルデータ管理に

ついて現状の評価・問題点を抽出後、歯科

技工録に必要な項目を検討し、リモートワ

ークにおける情報管理の課題を明らかにし、

解決策を調査のうえまとめることである。  
 
 
Ｂ．研究方法  
 歯科技工所におけるデジタルデータ処理

業務の具体的な状況を明らかにするため、

ヒアリング調査を実施した。  
1. 調査対象  
 全国の歯科技工所（日本歯科技工所協会

会員又は日本歯科技工士会会員）から地域

区分や就業者数と規模等を考慮し  19 件を

抽出した。  
1) 歯科技工所の所在地  

北海道 2 件、岩手県 1 件、宮城県 3 件、

静岡県 1 件、岐阜県 1 件、三重県 1 件、

愛知県 1 件、和歌山県 1 件、石川県 1 件、

福井県 1 件、岡山県 1 件、広島県 1 件、

福岡県 2 件、佐賀県 2 件  
2) 歯科技工所の規模（従業員数）  

3 名以内が 6 件、4 名〜9 名が 7 件、10
名〜50 名未満が 6 件  

 
2. 調査方法  
 ヒアリング調査票（資料 1）を新たに作成

し、対面によるヒアリングを実施した。  
 
3. 調査項目  
 調査項目は、研究分担者が分担して作成

後、意見の交換を行いながら修正、完成し

た。  
1) 歯科技工指示書と歯科技工録の保管方

法、デジタル化の現状（Q1～Q6）  
2) CAD/CAM 装置に係るデジタルデータの

受け渡し方法（Q7～Q9）  
3) CAD/CAM 等の機器の共同利用（Q10〜

Q12）  
4) 歯科技工のリモートワーク（S 歯科技工

所の A 歯科技工士が自宅で CAD データ

を作成）（Q13～Q18）  
5) オンラインでの医療情報の授受（Q19～

Q24）  
6) 有床義歯製作に対する CAD/CAM 技術

の応用（Q25）  
（資料 1 のヒアリング調査項目参照）  
 
4. 分析方法  
 19か所の歯科技工所から得られた回答を

調査項目別に単純集計した。  
 
5. 調査実施期間  
 令和 4 年 10 月から令和 5 年 2 月までの

間とし、調査対象の 19 歯科技工所に出向い

て、対面でヒアリング調査を行った。  
 
（倫理面への配慮）  
 本調査は、明海大学倫理委員会の承認（承

認番号 A2030 号）を経て実施した。  
 
 
C．研究結果  
 調査対象の歯科技工所 19 件すべてから

回答が得られた。  
1) 歯科技工指示書と歯科技工録の保管方

法やデジタル化の現状（Q1～Q6）  
多くの歯科技工所でオリジナルの歯科技

工指示書が用いられていた。なお、歯科

技工録を作成していない歯科技工所が

13 件あった（図 1-1）。  
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図 1-1：歯科技工士指示書の種類(Q1)と
歯科技工録の作成（Q2）  
 
 令和 5 年 4 月から歯科技工録を歯科

技工指示書とともに作成の日から 3年間
保存することを知っていたのは約半数だ

った（図 1-2）。  
 

 
図 1-2：歯科技工指示書と歯科技工録の

保存期間（Q3）  
 
 歯科技工指示書および歯科技工録の

保管方法は、すべての歯科技工所（歯科

技工録は、作成している歯科技工所に限

る）が紙媒体であり、一部デジタル化（8
件）されているが、「紙媒体」をデジタル

化する予定なしが多かった（図 1-3）。  
 

 
図 1-3：歯科技工指示書および歯科技工

録の保管方法（Q4,5）  
 
 電子歯科技工指示書と電子歯科技工

録の入力情報の管理は専用 PC で管理し

ている場合が多く、かつパスワードなし

が多かった（図 1-4）。  
 

 
図 1-4：電子情報の管理方法（Q6）  

 
2) CAD/CAM 装置に係るデジタルデータの

受け渡し（Q7〜Q9）  
 デジタルデータの受け渡し方法は、手

渡し、郵送、メール、クラウドなど様々

であった。なお、郵送では受け取り確認

がされておらず、メールでもパスワード

なしが多くみられた（図 1-5）。  
 

 
図 1-5：デジタルデータの受け渡し方法

（Q7）  
 
 デジタルデータの受け渡しは歯科医院

との間に限られておらず、他の歯科技工

所との間でも行われている場合が多かっ

た（図 1-6）。  
 

 
図 1-6：デジタルデータ受け渡しの対象
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（Q8）  
 
 受け渡しに使われたデジタルデータに、

患者を特定し得る情報が含まれている場

合が多かった（図 1-7）。含まれる情報は、

医院名、患者名（カタカナ、漢字とふり

がな、英数字）、口腔内写真、顔写真な

どであった。  
 
 

 
図 1-7：患者を特定しうるデジタルデー

タの有無（Q9）  
 
3) CAD/CAM 等の機器の共同利用（Q10〜

Q12）  
 機器の共同利用が可能となったことを知

っていたのは 11 件だった（図 1-8）。  

 

図 1-8：CAD/CAM 等の機器の共同利用

可の通知について（Q10）  
 
 多くの歯科技工所が共同利用を希望

していなかった。共同利用を希望しない

理由として、機器の交換・修理等の管理、 
情報管理、時間管理などの難しさ、使用

頻度による費用分担の難しさ、歯科技工

指 示 書 に 基 い て 工 程 の 一 部 を

CAD/CAM 等の機器を所有する歯科技

工所で行う方がよい、などがあった（図

1-9）。  
 

 
図 1-9：CAD/CAM 等の機器の共同利用

の希望について（Q10）  
 
 歯科技工指示書に基づき、工程の一部

を CAD/CAM 等の機器を所有する歯科

技工所が行う、という形が考えられると

する歯科技工所が多かった（14 件）。考

えられる場合、スキャナーからが 2 件、

CAD からが 6 件、CAM からが 7 件あ

った（図 1-10）。  
 

 
図 1-10：工程の一部の委託について（Q12） 
 

4) 歯科技工（CAD データ）のリモートワー

ク（Q13～Q18）  
 歯科技工のリモートワークが可能とな

ったことを多くの歯科技工所が知ってい

た（図 1-11）。  
 

 
図 1-11：歯科技工のリモートワーク可の

通知について（Q13）  
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 歯科技工のリモートワーク（以下、リ

モートワーク）を考えている歯科技工所

が約半数あり、すでに実施している歯科

技工所もみられた（図 1-12）。  

 

図 1-12：リモートワークの実施（Q14） 
 
 リモートワークを実施した場合、遠隔

操作を考えている歯科技工所が多かった

（図 1-13）。  

 
図 1-13：リモートワークの方法（Q15） 
 
 リ モ ー ト ワ ー ク 実 施 の た め に

CAD/CAM等の機器の購入もしくはサー

ビス契約等の、初期投資を行う場合が多

かった（図 1-14）。  
 

 
図 1-14：リモートワーク実施のための初

期投資（Q16）  
 
 労働時間や労働環境等の管理に一定

の基準や規則があることを、多くの歯科

技工所は知っていた（図 1-15）。  
 

 

図 1-15：労働管理の基準・規則（Q17） 
 
 テレワークを実施する上で、A が歯科

技工士以外の者に業務委託することの防

止を困難と考えている歯科技工所が多く、

防止できると考えている歯科技工所は少

なかった（図 1-16）。  
 防止できる理由として、CAD業務を、

設置したカメラで撮影する（3）、記名し

てもらう（1）、Web で作業状況を確認す

る(1)、信頼関係がある(1)、との意見が

あった。  
 

 

図 1-16：歯科技工士以外への CAD 業務

委託の防止策（Q18）  
 

5) オンラインでの医療情報の授受（Q19～
Q24）  
 歯科技工指示書以外に患者情報が歯

科医院から渡されるのは、シェードチェ

ックのための口腔内写真や顔写真（稀）

などがあった（図 1-17）。  
 

 
図 1-17：歯科技工指示書以外で患者情

報を受け取る機会（Q19）  
 
 患者情報の管理方法としてスタンドア

ロンの PC の使用が 2 件、ウイルス対策

ソフトの活用が 15 件、情報の暗号化や

アクセスパスワードの設定が 5件あった。

また、約半数でデータのバックアップを
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とっていた（図 1-18）。  
 

 
図 1-18：患者情報の管理方法（Q20,21）  
 
 患者情報の授受について、紙や USB
メモリによる手渡し、メールによる授受

が多くみられた。なお、メールの場合、

すべての歯科技工所でパスワードなしか

不明で行っていた（図 1-19）。  
 

 
図 1-19：患者情報の授受の方法（Q22） 
 
 患者情報の漏洩・紛失防止・紛失発生

時の対策について、マニュアルを作成し

ているのは 3 件、研修を行っているのは

3 件のみだった（図 1-20）。  
 

 
図 1-20：患者情報の漏洩・紛失等への対

策（Q23）  
 
 患者情報の守秘義務への対応は、業務

規程がなく、守秘義務契約を行っていな

い歯科技工所が多かった（図 1-21）。  

 

 
図 1-21：患者情報の守秘義務への対応

（Q24）  
 

6) 有床義歯製作に対する CAD/CAM 技術

の応用（Q25）  
 有床義歯製作に対する CAD/CAM 技

術の応用は、行う予定なしが多かった（10
件）が、行っている、行う予定あり、が

8 件あった（図 1-22）。  
行う予定なしの理由として、削り出し

にかなりの時間を要すること、従来の方

法に比べて精度が劣ること、辺縁形態や

可動粘膜部分を正確に記録できないこと、

コスト（機械・材料）及び精度が心配で

あること、義歯を取り扱っていないこと、

などがあった。  

 
図 1-22 ： 有 床 義 歯 製 作 に 対 す る

CADCAM 技術の応用（Q25）  
 
 

Ｄ．考察   
１．調査対象について  
 令和 3 年度の調査研究で対象の 15 件の

うち関東地区が 10 件であったことから、本
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年度は地方を中心に 19 件を対象とした（北

海道 2 件、岩手県 1 件、宮城県 3 件、静岡

県 1 件、岐阜県 1 件、三重県 1 件、愛知県

1 件、和歌山県 1 件、石川県 1 件、福井県

1 件、岡山県 1 件、広島県 1 件、福岡県 2
件、佐賀県 2 件）。  
 歯科技工所の規模に関しては、CAD/CAM
技術を応用した歯科技工等、デジタルデー

タ処理業務を行うためには一定程度以上の

設備投資が必要となることから、一人歯科

技工所では容易ではなく、現時点では歯科

技工所として相応の規模（従業員数）を有

することが必要であることは否めない。た

だし、できる限り小規模の歯科技工所を調

査したいと考え、歯科技工士会にその旨を

伝え、協力を得た。ヒアリング対象として

抽出した歯科技工所 19 件の内訳は、3 名以
内が 6 件、4 名〜9 名が 7 件、10 名〜50 名
未満が 6 件で 50 名以上の歯科技工所はな

かった（令和 3 年度は 6 件）。いまだ 3 名以
内の歯科技工所の数が少ないが、CAD/CAM 
技術を応用した歯科技工等をある程度展開

できていることを考慮すると、歯科技工所

の規模（従業員数）の分布に関しては、ほ

ぼ妥当であると考えられた。  
２．調査方法について  
 歯科技工所におけるデジタルデータ処理

業務の具体的な状況を明らかにする目的で、

ヒアリング調査を実施した。また、令和 3 年
度の調査当初の 3 歯科技工所に対しては、

研究分担者全員が参加してヒアリングを行

い、ヒアリング後に意見交換を行うことで、

その後の調査において、各研究分担者が同

一のヒアリングを行うことができた。本年

度は令和 3 年度の調査結果を基に調査項目

を再検討するとともに、歯科技工録の 3 年
間の保管、機器の共同利用や歯科技工のリ

モートワークが可能となった状況を踏まえ

て、それらの認知の有無も調査項目に追加

した（資料 1）。  
 対面でのヒアリング調査を行うことで、

アンケート調査において生じやすい質問項

目への誤解釈を回避できたと考えられた。

具体的には、歯科技工指示書と歯科技工録

の相違、CAD/CAM 機器の共同利用やリモ

ートワークの定義などである。また、本調

査により、時間的およびマンパワーの制約

により歯科技工録の作成や患者情報のデジ

タル化は難しいとの意見があること、ミリ

ングセンター（CAM を有する歯科技工所）

や他の歯科技工所への指示に基づく作業分

担の要望が高いことなど、対面でのヒアリ

ングの特徴を活かして希望や要望などの内

容を具体的に聴取することができた。  
３．ヒアリング調査の結果について  
１）歯科技工指示書と歯科技工録について 
 多くの歯科技工所がオリジナルの歯科技

工指示書を用いていた。なお、歯科技工録

を作成していない歯科技工所が 13 件あっ

た。歯科技工録を作成している場合でも、

①歯科技工指示書と歯科技工録が一緒にな

っているものを使用している、②1枚目が歯

科技工指示書、2 枚目が歯科技工録となっ

ているものを使用している、③通常は歯科

技工指示書を出力するが、必要に応じて歯

科技工録を出力できるソフトウェアを使用

している、などの例がみられた。これらは、

時間およびマンパワーの制約により、歯科

技工指示書に加えて歯科技工録まで作成す

ることは容易でなく、特に小規模の歯科技

工所ほど対応が難しいことを示している、

と考えられた。  
 
２）歯科技工録における記載項目の検討  
歯科技工の品質管理および品質保証のため

に、歯科技工指示書に基づき、歯科技工録
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の作成は必要である。しかしながら前述し

たように歯科技工録を作成していない歯科

技工所が多くみられ、その原因として、時

間およびマンパワーの制約があることがヒ

アリング調査で明らかになった。CAD/CAM
を用いた歯科技工を行う場合の歯科技工録

の記載内容については、今後の実施状況を

みながら、引き続き、負担をできるだけ少

なくしつつトレーサビリティの観点から必

要な項目を検討する必要があると考える。  
 ＜歯科技工録における記載項目＞  
（1）  作成などに用いる模型等と指示書

とを発行した歯科医師から受託し

た年月日  
（2）  患者の氏名  
（3）  作成等部位及び設計  
（4）  作成の方法（作成等手順）  
（5）  使用材料（使用主材料の品名なら

びにロットもしくは製造番号）  
（6）  歯科補てつ物等の工程管理に係る

業務を管理した記録  
（7）  歯科補てつ物等の最終点検及び検

査を完了した年月日  
（8）  歯科補てつ物等を委託した歯科医

師等に引き渡した年月日  
（9）  歯科補てつ物等の設計等をリモー

トワークで行った場合は、その旨

とリモートワークを行った場所  
（10）  歯科技工の工程の一部について、

歯科補てつ物等の作成等に用いる

機器を共同利用した場合は、その

旨と当該工程を行った歯科技工所

名（共同利用する機器を所有する

歯科技工所の名称等）  
 
３）歯科技工指示書に係る患者情報の管理

について  
 電子歯科技工指示書を作成している歯科

技工所では、大半が専用 PC で患者情報の

デジタルデータを管理していたが、パスワ

ードなし、もしくは共通のパスワードを用

いる、PC による管理自体を行っていない、

などの状況が明らかとなった。歯科技工指

示書自体はすべての歯科技工所で紙媒体と

して保管しており、「紙媒体」をデジタル化

する予定である歯科技工所は少なかった。  
 受け渡しに使われたデジタルデータに患

者を特定し得る情報が含まれていることが

大半であるにもかかわらず、デジタルデー

タの受け渡しにおいて、郵送では受け取り

確認がなされておらず、メールではパスワ

ードなしで行われている場合が多かった。  
 これらのことから、患者情報のデジタル

化はかなり遅れているとともに、デジタル

化された患者情報の管理体制は十分とは言

えず、「６）歯科技工情報化の解決策」に基

づき改善することが必要であると考えられ

た。  
 
４）歯科技工物製作に関わるデジタル情報

の管理について  
（１）CAD/CAM 機器の共同利用  
 令和 3 年度の業務・教育内容検討 WG の

調査結果から、歯科技工士養成施設におけ

るデジタル技術の教育はほぼ定着している

といえるが、歯科技工物製作に必要な

CAD/CAM 機器は高額なため、CAD/CAM
技術を駆使しうる歯科技工所は限定されつ

つある。歯科技工所の半数以上が、共同利

用が可能になったことを知っているが、機

器の交換、修理等の管理、使用頻度に対す

る費用分担、情報管理や時間管理などが困

難である、などの理由により共同利用を希

望する歯科技工所はほとんどなかった。  
 CAD/CAM 業務を行っている歯科技工所

に工程の一部を他の歯科技工所への指示に
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基づき作業分担する、という形態を考える

歯科技工所が多くみられた。しかし、歯科

技工士法上、歯科技工所間の委託はできな

いため、歯科医療機関の指示に基づく作業

分担により工程の一部を行う歯科技工所名

等を歯科技工指示書に記載する必要がある。 
また、CAD への AI の活用や海外への発注

の可能性もある。これらは歯科技工士以外

の者に業務委託することの危険性を示唆し

ている。この対応として前述したように、

歯科技工録に品名やロット番号の記載が必

要となる。  
 今回の調査で、ワックスアップされた模

型で受注している歯科技工所（CAM を有す

る）があることがわかった。これは、

CAD/CAM 機器を有さない歯科技工所でも

CAD/CAM の工程を行うことができ、歯科

医師もワックスアップのチェックにより事

前に歯科補綴物を確認することができる利

点がある。海外への発注や歯科技工士以外

の者への業務委託の防止が見込まれると同

時に、歯科技工士の技術の維持に繋がると

考えられた。  
 現在、認められている歯科補てつ物等の

製作等に用いられる機器の共同利用は、そ

の旨と機器を所有する歯科技工所名を歯科

技工録に記載すると同時に、歯科技工指示

書にも明記することが必要である。このこ

とを周知し、間違った共同利用を防止し、

上記に示した種々の問題に対応する必要が

あると考えられた。  
 
（２）リモートワーク  
 多くの歯科技工所が歯科技工のリモート

ワークが可能になったことを知っており、

講習の受講を希望していた。リモートワー

クを実施した場合、遠隔操作で行うことを

考えている歯科技工所と自宅 PC（CAD ソ

フト入り）を用いて行うことを考えている

歯科技工所とがあった。自宅 PC（CAD ソ
フト入り）を用いて行う CAD/CAM 業務の

リモートワークは、通信ネットワークの影

響を受けずに作業を行うことができるが、

CADソフトウェアライセンスの追加購入や

高い計算機性能を有する PC の購入といっ

た設備投資が必要である。それに対して、

遠隔操作による CAD/CAM 業務のリモート

ワークは、歯科技工所のサーバーにインス

トールされた CADソフトウェア利用時の操

作に通信ネットワークの性能の影響でタイ

ムラグが発生することがあり、作業能率の

低下が生じる可能性があるだけでなく、細

かい操作がリアルタイムに画面上に反映さ

れず（大きく動いたりするなど）精度が落

ちる、歯科技工所で重複しての使用ができ

なくなる、などの問題が生じる可能性があ

る。いずれにせよ、今後リモートワークを

実施する歯科技工所の件数の増加が見込ま

れ、特に結婚、出産、育児、介護等によりフ

ルタイムでの歯科技工業務が困難となった

歯科技工士にとって、今後の働き方の一形

態になりうると考えられた。  
 
（３）リモートワークを実施する場合の医  
療情報の管理  
 歯科医院と技工所との間で SMS や LINE、

SNS 等を用いて患者の個人情報をやり取り

するなど、現状はサイバーセキュリティ及

びプライバシー保護の観点から、医療情報

管理に求められる水準を大きく下回ってい

ることが明らかとなった。  
 リモートワークを実施する場合には、リ

モートワークを行った日時や作業内容の医

療情報の管理（下記）を行う必要がある。

特に患者名等の個人情報を含むデータを閲

覧する場合には、現状では、「医療情報シス
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テムの安全管理に関するガイドライン 第

5.2 版（令和 4 年 3 月）」1)及び、「歯科技工

士法施行規則（リモートワーク等）の一部

改正に伴う研修会」2)での講義内容を踏まえ

た上で、以下の対策を講じる必要がある。  
 ⅰ）データ通信方式として仮想プライベ

ートネットワーク（VPN）を利用すること 
 ⅱ）リモートワークを行う端末には歯科

技工所からのデータを可能な限り保存せず、

データの分散や漏洩を予防する措置を講じ

ること  
 ⅲ）リモートワークを行う端末にウイル

ス対策ソフトを導入し、常に最新のパター

ンファイルをダウンロードし更新しておく

こと  
 ⅳ）ユーザー管理を徹底し、容易に推測

できないパスワードを設定し、他者とのユ

ーザーの共有は行わないこと  
 ⅴ）リモートワークを行おうとする歯科

技工所ではシステム管理者を定め、システ

ム管理者はリモートワークをおこなう端末

の履歴を確認し、不明な通信が行われてい

ないか等を定期的に確認すること  
 ⅵ）システム管理者は、リモートワーク  
で用いるデータのバックアップを定期的に

行うこと（※バックアップは CD-R/DVD-R
等の外部記憶媒体に行うことが望ましい）  
 歯科技工士のリモートワークにおいて必

要となるサイバーセキュリティに関して、

NISC(内閣サイバーセキュリティセンター)
が提供している一般社会的生活におけるサ

イバーセキュリティに関する共通知識（コ

モンセンス）3)の取得を行う。具体的には、

歯科技工でのリモートワークに関するセキ

ュリティ講習会 2)を受講し、受講日、受講者

の記録をする必要がある。  
 当該セキュリティ講習会では本研究で得

られた全国の歯科技工所におけるサイバー

セキュリティ対策の現状を加味した講習を

実施しており、経営規模で大小様々な技工

所でのセキュリティ対策を鑑み、現実的に

奨励する対策方法を提示している。  
 サイバーセキュリティは、社会における  
安全保障と密接に関連しており、歯科技工

のリモートワークにおけるセキュリティ対

策のみで実現できるものではない。地域包

括ケア等で重要視されている医科歯科連携

（病診連携）において、２文書６情報の医

科歯科での共有などが歯科医師会を中心と

して議論されている。しかし、それより頻

繁に異なる業種、組織間で個人情報が交換

されているのが、歯科医院と技工所間での

歯科技工指示書と付帯情報であることは明

白である。  
 また、今後さらに危険性を増すことが予

想されるサイバー攻撃から患者情報を保護

することは、より困難となることが予想さ

れる。実際、ランサムウェアのようなワー

ムに対抗するため、いわゆる「境界防御型」

のサーバーセキュリティから「ZTN（ゼロ

トラストネットワーク）」の防御方法へと遷

移しており（「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン第 6.0 版（案））、ZTN
の導入は中小の歯科技工所にとっては経済

的にも技術的にも容易ではない。  
 こうした点も踏まえて、セキュリティが

脆弱な環境のままで安易にリモートワーク

を実施せず、手間のかかる方法であっても、

現状で可能な限りのサイバーセキュリティ

対策を施すよう注意を促す必要性がある。  
 
（４）患者のデジタル情報管理への対応  
 患者情報の漏洩・紛失防止・紛失発生時

の対策として、マニュアルの作成や研修を

行っていない歯科技工所が多くみられた。

患者情報の守秘義務への対応に関しても、
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業務規程がない、守秘義務契約を行ってい

ない歯科技工所が多くみられ、患者のデジ

タル情報管理体制は不十分で、改善すべき

点が多く認められた。  
 以上より、歯科技工指示書、歯科技工録、

特に歯科技工物製作に関わるデジタル情報

の管理そして患者のデジタル情報管理に関

しては、より慎重でかつ早急な対応が必要

である。  
 
５）有床義歯製作に対する CAD/CAM 技術

の応用  
 有床義歯製作に対する CAD/CAM 技術の

応用については、義歯を扱っていない歯科

技工所を除くと約半数が行っている、ある

いは行う予定である、と回答しており、実

用化へ向かっていると考えられた。ただし、

削り出しにかなりの時間を有すること、従

来の方法に比較して精度が劣ること、辺縁

形態や可動粘膜部分を正確に記録できない

こと、コスト（機械・材料）及び精度が心配

であること、などの意見もある。通法に換

わるために解決すべき問題点として、①口

腔内スキャナーによる床縁形態の採得、②

メタルクラスプの適合性と長期的な維持力

の確保、などが挙げられている。しかし、治

療術式の工夫（口腔内スキャナーのデジタ

ルデータから作成した個人トレーによる精

密印象をスキャンする方法など）、および新

しい義歯用材料（PEEK 樹脂など）の開発

などにより、困難とされている CAD/CAM
技術による有床義歯の作成も、今後可能に

なることが予想される。すべての歯科技工

業務が CAD/CAM技術で可能になることは、

歯科技工物製作に関わるデジタル情報の管

理が極めて重要になってくることを意味し

ており、歯科医師による指示内容の管理と

ともに、本情報の管理体制の整備は急務と

考えられた。  
 
６）歯科技工情報化の課題と解決策  
 歯科技工のリモートワークが普及してい

くと、複数の歯科技工士と歯科技工所が一

つの歯科技工物に関与することとなり、現

在よりも多くの患者情報の漏洩・紛失防止・

紛失発生することが予想される。本調査結

果から、患者の情報管理があまり十分でな

い歯科技工所の存在も窺われたため、各歯

科技工所において、患者情報管理の研修マ

ニュアルの作成や就業歯科技工士に対する

研修会開催の推進、業務規程の改正や守秘

義務契約の締結等の具体的な対応方法を策

定することが必要と考える。また、各業務

プロセスの監査証跡を残すことも有効とさ

れるため、歯科技工所の所内監査の実施が

有効と考えられる。  
 歯科技工における ICT の活用を推進する

には、大都市から地方まで大小様々な歯科

技工所において、患者のプライバシー保護

が大前提となることが明らかとなる一方で、

経営規模によっては十分なセキュリティ対

策を講じることが困難な場合もあると思わ

れる。ただし、患者のプライバシー保護は、

歯科技工領域に閉じて考えるべきものでは

なく、歯科領域にとどまらず、医療全体で

の課題である。医療情報相互交換の国際標

準規格である HL7-FHIR5)において、患者付

随する様々な項目（氏名、年齢、性別、医療

情報等）は階層状に定義されており、患者

オブジェクトとして呼称されている。HL7-
FHIR の患者オブジェクトの医療情報の項

目の下位層に歯科技工物を新たに提案した

場合、その歯科技工物に対して、さらに下

位層に製作者の項目を設定することにより、

歯科技工情報の標準的な取り扱いが進めら

れる。中長期的には、そこに厚生労働省標
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準規格の口腔審査情報標準コード仕様 6) を

用いた歯科技工物の階層の定義付けが有用

となる可能性が考えられる。  
 
 
Ｅ．結論  
 歯科技工に関連する CAD/CAM 等のデジ

タルデータ処理業務を適正に実施するため

の整備方策等について、より具体的な検討

を進めるべく、歯科技工業務に係る患者情

報の管理および歯科技工物製作に関わるデ

ジタル情報の管理についての現状と課題を

明らかにするために、歯科技工所を対象に

ヒアリング調査を行った。その結果、患者

情報のデジタル化はかなり遅れているとと

もに、デジタル化された患者情報の管理体

制は十分とは言い難く、改善すべき点は多

いことがさらに明らかとなった。歯科補て

つ物等の製作管理および品質管理の観点か

ら、歯科技工指示書に基づいて歯科技工録

を作成すべきであり、これまで記載される

ことが義務付けられている項目に加えて、

どういった項目を記載させるべきか実態を

踏まえた更なる検討が必要である。また、

リモートワークを実施する場合には、リモ

ートワークを行った日時や作業内容の医療

情報の管理を行うことの必要性が示された。

さらに、患者のデジタル情報管理体制整備

のためには、患者情報管理の研修マニュア

ルの作成や就業歯科技工士に対する研修会

開催の推進、業務規程の改正や守秘義務契

約の締結などの具体的な対応方法を策定す

る必要性が示された。CAD/CAM 機器の共

同利用や CAD/CAM 技術のリモートワーク

など、歯科技工所における CAD/CAM 業務

の実態がほぼ明らかになるとともに、これ

らの方法は今後の歯科技工士における働き

方の一形態になりうることが示された反面、

歯科技工士以外の者が歯科技工業務に介入

しうる危険性も示唆された。したがって、

歯科技工物製作に関わるデジタル情報の管

理に関しては、デジタル機器進歩に伴い、

歯科技工物の製作における歯科技工録の作

成・管理とともに、歯科技工指示書（歯科

医師による指示内容）の管理が特に重要に

なってくると考えられた。  
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資料１：ヒアリング調査票（医療情報整備検討 WG）  
 
厚生労働行政推進調査事業 地域医療基盤開発推進研究「歯科技工業務に関する調査研究」 
ヒアリング調査項目  

歯科技工所の名称：              
従業員   名（歯科技工士：常勤  名、 非常勤  名）  

 
 
1.  歯科技工指示書と歯科技工録の保管方法、デジタル化の現状  
Q1 歯科技工指示書の種類（歯科技工士会、市販、オリジナル）を教えてください。  
 
Q2 歯科技工録を作成していますか？  
 作成している場合、その種類（技工士会、市販、オリジナル）を教えてください。  
 
Q3 令和 5 年 4 月から歯科技工録を指示書とともに作成の日から 3 年間保存することを知

っていますか？  
 
Q4 保管方法（紙媒体、電子媒体、紙媒体と電子媒体）を教えてください。  
 
Q5「紙媒体」をデジタル化する予定はありますか？  
 
Q6 電子歯科技工指示書と電子歯科技工録の入力情報の管理は PC で行っていますか？  
      「はい」→Q6-1 

Q6-1 何人で使用していますか？  
 
 
2.  CAD/CAM 装置に係るデジタルデータの受け渡し方法  
Q7 デジタルデータの受け渡し方法（メール、郵送、クラウド、手渡し）を教えてくださ

い。  
 
Q8 デジタルデータの受け渡しは歯科医院との間に限られていますか？  
 
Q9 受け渡しに使われたデジタルデータに患者を特定し得る情報は含まれていますか？  
 
3.  CAD/CAM 等の機器の共同利用  
Q10  機器の共同利用が可能になったことをご存知ですか？  
 
Q11 共同利用を希望しますか？  
     「希望しない」→Q11-1 

Q11-1 希望しない理由を教えてください。  
 
Q12 CAD/CAM機器を所有しない歯科技工所が工程の一部を他の歯科技工所やミリングセ

ンター等に委託する、という形での共同利用を考えられますか？  
      「考えられる」→Q12-1 

Q12-1 どの工程から考えられますか？  
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4.  歯科技工のリモートワーク（S 歯科技工所の A 歯科技工士が自宅で CAD ﾃﾞｰﾀを作

成）  
Q13  歯科技工のリモートワークが可能になったことをご存知ですか？  
      「知っている」→Q13-1 

Q13-1 講習会の受講をしますか？  
 
Q14 リモートワークの実施を考えていますか？  
 
リモートワークの実施をした場合、  
Q15 CAD ﾃﾞｰﾀの作成は、A が S の PC を遠隔操作する、A が自宅 PC で行う、のどちらを

お考えでしょうか？  
      「遠隔操作で行う」→遠隔操作についてどう思われますか？  
 
Q16 リモートワークの実施のために機器購入もしくはサービス契約等の初期投資を行いま

すか？  
 
Q17 働き方改革にも繋がる業務形態ですが、労働時間や環境等の管理に一定の基準や規則

があることをご存知ですか？  
 
Q18 S と雇用関係にある A が、S の許可なく歯科技工士免許を持たない B に CAD 業務を

委託する可能性が考えられます。これについて、どうお考えですか？  
 
 
5.  オンラインでの医療情報の授受＞  
Q19 技工指示書以外に患者情報が歯科医院から渡されることがありますか？  
 
Q20 患者情報の管理方法について教えてください。  
 
Q21 データのバックアップをとっていますか？  
 
Q22 患者情報の授受の方法について教えてください。  
 
Q23 患者情報の漏洩・紛失防止・紛失発生時の対策（ﾏﾆｭｱﾙ作成や研修など）について教

えてください。  
 
Q24 患者情報の守秘義務への対応（業務規程や守秘契約など）について教えてください。 
 ・業務規程がある  ない     ・守秘契約をしている していない  その他：  
 
 
6.  有床義歯製作に対する CAD/CAM 技術の応用  
Q25 有床義歯製作に対する CADCAM 技術の応用についてお考えをお教えください。  
      「行う予定なし」→Q25-1 

Q25-1 理由を教えてください。  
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                              氏 名  藤井一維         
   
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名  歯科技工業務に関する調査研究 （ 21IA2019 ）               

３．研究者名  （所属部署・職名）  生命歯学部歯科補綴学第１講座・教授             

    （氏名・フリガナ）  志賀 博 ・ シガ ヒロシ                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ ■ 
明海大学 

（承認番号：A2030） 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：            ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：              ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：               ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



令和５年５月１日 
厚生労働大臣 

国立保健医療科学院長 殿 

 
機関名 北海道大学

所属研究機関長 職 名 総 長 

氏 名  寳金 清博  
 

次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業  

２．研究課題名  歯科技工業務に関する調査研究 （ 21IA2019 ）  

３．研究者名 （所属部署・職名） 大学院歯学研究院口腔機能学分野口腔機能補綴学教室・教授 
 

（氏名・フリガナ） 横山 敦郎 ・ ヨコヤマ アツロウ 
 

４．倫理審査の状況 

 該当性の有無

有 無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※ 

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 

 □ 

 

  
明海大学 

（承認番号：A2030） 

 

□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称： ） 

 
□ ■ 

 
□ 

  
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
 

（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする

医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



 
令和５年 ４月 ２４ 日 

厚生労働大臣                                         
  国立保健医療科学院長 殿 
                                                                                             
                    
                              機関名  学校法人昭和大学 
 
                      所属研究機関長 職 名  理事長 
                                                                                      

                              氏 名  小口 勝司      
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名  歯科技工業務に関する調査研究 （ 21IA2019 ）               

３．研究者名  （所属部署・職名）  学長所属・客員教授                     

    （氏名・フリガナ）  赤川 安正 ・ アカガワ ヤスマサ             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ ■ 
明海大学 

（承認番号：A2030） 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：            ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：              ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：               ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和５年 ４月 ２４日 

厚生労働大臣                                         
  国立保健医療科学院長 殿 
                                                                                             
                    
                              機関名  日本歯科大学東京短期大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学 長 
                                                                                      
                              氏 名  小林 隆太郎   
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名  歯科技工業務に関する調査研究 （ 21IA2019 ）               

３．研究者名  （所属部署・職名）  歯科技工学科・教授                    

    （氏名・フリガナ）  大島 克郎 ・ オオシマ カツオ             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ ■ 
明海大学 

（承認番号：A2030） 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：            ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：              ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：               ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和５年 ４月 ２４日 

厚生労働大臣 殿                                      
  
                                                                                             
                    
                              機関名 国立大学法人東京医科歯科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  田 中 雄 二 郎       
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名  歯科技工業務に関する調査研究 （ 21IA2019 ）               

３．研究者名  （所属部署・職名）  口腔基礎工学・非常勤講師                  

    （氏名・フリガナ）  高橋 英和 ・ タカハシ ヒデカズ             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ ■ 
明海大学 

（承認番号：A2030） 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：            ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：              ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：               ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和 ５年 ４月 ２５日 

厚生労働大臣                                         
            殿 
                                                                                             
                    

機関名 国立大学法人広島大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
 
                              氏 名 越智 光夫         
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名  歯科技工業務に関する調査研究 （ 21IA2019 ）               

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院医系科学研究科 口腔生物工学研究室・准教授       

    （氏名・フリガナ） 田地 豪 ・ タヂ ツヨシ                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ ■ 
明海大学 

（承認番号：A2030） 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：            ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：              ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：               ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和５年 ４月 ２４日 

厚生労働大臣                                         
  国立保健医療科学院長 殿 
                                                                                             
                    
                              機関名  国立大学法人大阪大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  歯学部附属病院長 
                                                                                      
                              氏 名  林 美加子       
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名  歯科技工業務に関する調査研究 （ 21IA2019 ）               

３．研究者名  （所属部署・職名）  医療情報室・准教授                     

    （氏名・フリガナ）  野﨑 一徳 ・ ノザキ カズノリ              

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ ■ 
明海大学 

（承認番号：A2030） 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：            ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：              ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：               ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和５年 ４月 ２７日 

厚生労働大臣                                         
  国立保健医療科学院長 殿 
                                                                                             
                    
                              機関名  公立大学法人九州歯科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  西原 達次    
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名  歯科技工業務に関する調査研究 （ 21IA2019 ）               

３．研究者名  （所属部署・職名）  歯学部口腔機能学講座 口腔保存治療学分野・教授       

    （氏名・フリガナ）  北村 知昭 ・ キタムラ チアキ              

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ ■ 
明海大学 

（承認番号：A2030） 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：            ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：              ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：               ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和５年 ４月 ２４ 日 

厚生労働大臣                                         
  国立保健医療科学院長 殿 
                                                                                             
                    
                              機関名  学校法人昭和大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  理事長 
                                                                                      
                              氏 名  小口 勝司      
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名  歯科技工業務に関する調査研究 （ 21IA2019 ）               

３．研究者名  （所属部署・職名）  歯学部歯科補綴学講座 講師                 

    （氏名・フリガナ）  安部 友佳 ・ アベ ユカ                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ ■ 
明海大学 

（承認番号：A2030） 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：            ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：              ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：               ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：               ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 


